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用語の略称 

略 称 用 語 

法令 

 感染症法 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

（平成 10 年法律第 114 号） 

特措法 新型インフルエンザ等対策特別措置法 

（平成 24 年法律第 31 号） 

その他 

 

  

 

  

医療措置協定 感染症法第 36 条の３第１項に規定する医療措置協定 

学校等 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条の「幼稚園、小

学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大

学、高等専門学校」及び同法第 124 条の「専修学校」 

患者等 感染症の患者、病原体に感染した可能性の高い疑似症の者及び

無症状で病原体を保有する者 

感染症指定医療機関 感染症法第６条第 14 項に規定する第一種感染症指定医療機

関及び次項に規定する第二種感染症指定医療機関 

県連携協議会  感染症法第 10 条の２第１項の規定により組織する山梨県感染

症対策連携協議会 

感染症有事 県対策本部が設置されてから、特措法によらない通常の対策に移

行するまでの間における、感染症危機への事態対処が必要な状況 

協定締結医療機関 感染症法第 36 条の３第１項の規定により医療措置協定を締結

した医療機関 

県医療計画 医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第１項の規

定により山梨県が定める「山梨県地域保健医療計画」 

県型保健所 山梨県が設置する保健所 

県行動計画 特措法第７条第１項の規定により山梨県知事が定める「山梨県

新型インフルエンザ等対策行動計画」 

県対策本部 特措法第 22 条第１項の規定により山梨県知事が設置する対策

本部 

県 山梨県 

県予防計画 

 

感染症法第 10 条第１項の規定により山梨県が定める「山梨県感

染症予防計画」 

高齢者施設等 入所系の高齢者施設及び障害者施設並びに通所系・訪問系の介

護福祉サービス事業所 

市 甲府市 

JIHS（ジース） 国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合して  

令和７年４月１日に設立された国立健康危機管理研究機構

（Japan Institute for Health Security） 

（五十音順） 
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G-MIS（ジーミス） 全国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床や医療ス

タッフの状況、受診者数、検査数、医療機器（人工呼吸器等）や

医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・

支援する「医療機関等情報支援システム Gathering Medical 

Information System」 

市行動計画 特措法第８条第１項の規定により甲府市長が定める「甲府市新

型インフルエンザ等対策行動計画」 

市相談センター 感染したおそれのある者を発熱外来の受診につなげる相談センター 

市相談窓口等 相談センター以外の各種相談窓口 

市対策本部 特措法第 34 条第１項の規定により甲府市長が設置する対策本部  

市対処計画 地域保健法で定める地域保健対策の推進に関する基本的な指針

に基づき、甲府市が定める「甲府市保健所健康危機対処計画

（感染症編）」 

市町村 山梨県内 27 市町村 

市保健所 甲府市が設置する保健所 

市保健所対策検討部会 二次医療圏内の連携協力体制の整備や地域の関係者と連携の

緊密化を図ることを目的に、中北保健所に設置されている「中北保

健所新型インフルエンザ等対策会議甲府市保健所対策検討部会」 

市予防計画 感染症法第 10 条第 14 項により甲府市が定める「甲府市感染症

予防計画」 

市連携会議 感染症予防計画の策定及び変更、その他感染症の対策に関し関

係者から意見を聴取するための「甲府市感染症対策連携会議」 

市連絡会議 新型インフルエンザ等の情報を収集及び共有を図る中で、新型イン

フルエンザ等の発生に備えた対策を講じるための会議 

新型インフルエンザ等 全国的かつ急速にまん延することで国民の生命・健康や生活・経済

に重大な影響を及ぼすおそれのある新型インフルエンザ等感染症、

指定感染症及び新感染症（特措法が適用されるものに限る。） 

新型コロナ 感染症法上の位置付けが五類感染症になるまでの新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19） 

政府行動計画 特措法第６条第１項の規定により政府が定める「新型インフルエン

ザ等対策政府行動計画」 

NESID（ネシッド） 感染症法第 12 条や第 14 条等の規定に基づき届け出られた情報

等を集計・還元するために活用されている「感染症サーベイランスシ

ステム National Epidemiological Surveillance of Infectious 

Diseases」 

発生公表  厚生労働大臣が行う、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症

又は新感染症が発生した旨の公表 

保育所等 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第１項の

「保育所」及び同法第 39 条の２第１項の「幼保連携型認定こども

園」並びに就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第 3 条第１項の

規定により認定を受けた「認定こども園」 
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はじめに 

令和２年１月に我が国で最初の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に感染した患者が確認され

て以降、新型コロナ＊の感染が拡大する中で、市民の生命及び健康が脅かされ、市民生活及び社会経

済活動は大きく影響を受けることとなった。 

この未曽有の感染症危機＊において、次々と変化する事象に対し、市民はもとより、行政、医療関係

者、事業者等、国を挙げての取組が進められてきた。今般の市行動計画の改定は、政府行動計画や

県行動計画の改定、本市の新型コロナへの対応で明らかとなった課題、対応の検証を踏まえ、新型イン

フルエンザや新型コロナ等以外も含めた幅広い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである。

市行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとともに、感染症有事には、感染

症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に必要な対策を

実施していく。 
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第１章 背景・改定の経緯 

第１節 感染症危機を取り巻く状況 

近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知の

ウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大し

ている。更に、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症が発生し

た場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっている。 

これまでも重症急性呼吸器症候群（SARS）やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、更に

は令和２年以降新型コロナが世界的な大流行（パンデミック）を引き起こす等、新興感染症＊等は国

際的な脅威となっており、引き続き世界が新興感染症等の発生のおそれに直面していることや、感染症

危機が広がりやすい状況に置かれていることを改めて認識する必要がある。 

しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、発生そのものを

阻止することは不可能である。このため、平時から感染症危機に備え、より万全な体制を整えることが重

要だといえる。 

また、パンデミックを引き起こす病原体として人獣共通感染症であるものも想定される。パンデミックを予

防するためにも、「ワンヘルス」の考え方により、ヒトの病気等に着目するだけでなく、ヒト、動物及び環境の

分野横断的な取組が求められる。ワンヘルス・アプローチ＊の推進により、人獣共通感染症に対応するこ

とも重要な観点である。 

このほか、既知の感染症であっても、特定の種類の抗微生物薬が効きにくくなる又は効かなくなる薬剤

耐性（AMR）を獲得することにより、将来的な感染拡大によるリスクが増大するものもある。こうした

AMR 対策の推進等、日頃からの着実な取組により、将来的な感染拡大によるリスクを軽減していく観

点も重要である。 

第２節 新型コロナ対応の経験を踏まえた市行動計画の改定 

前節の感染症危機を取り巻く状況や、新型コロナ対応で明らかとなった課題、関連する法改正等を

踏まえ、令和 6 年 7 月に国、令和７年５月に県が「県行動計画」を改定した。本市においても、次なる

感染症危機に対する平時の備えと感染症有事の際には必要な対策を着実に実行していくため、「市行

動計画」を改定する。 
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市行動計画の改定にあたり、より実効性のある計画とするため、庁内における新型コロナ対応の振り

返りを行い、課題などの抽出を行った上で、具体的な対策項目への反映を行った。 

振り返りの方法として、まずは職員を対象としたアンケート調査を実施し、次のとおり課題や今後の対

策について明らかとなった。 

本アンケート調査は、令和７年８月 15 日～８月 29 日までの期間で、職員 903 人を対象に実施

し、660 人から回答を得ている（回収率 73.0％）。 

 

 

（１）準備期における職員体制の整備と研修・訓練の実施 

【課題】 

市行動計画における役割への理解については、６割弱の職員が「理解していた」と回答している一方

で、準備の十分さについては５割弱の職員が「十分ではなかった」と回答している。中でも職員体制の整

備と研修・訓練の実施の必要性に関する意見が多く見られた。 

 

【今後の対策】 

準備期の実施体制において、保健所を含めた市全体の組織体制の見直しをはじめ、今回改定する

市行動計画に基づく研修や訓練の実施について、明確にする。 

 

 

 

（２）初動期から対応期における情報提供とリスクコミュニケーションの重要性 

【課題】 

新型コロナに関する市からの情報提供については、9 割弱の職員が「適切であった」と回答している一

方で、出された意見の中には、より正確な情報を迅速かつ一元的に提供すること、そのためには準備期

からも医療や保健に関する正しい知識の普及啓発に努めること、ホームページだけではなく各種媒体を

通じた情報提供を行うことの必要性に関するものが多く見られた。 

また、初動期には、感染者やその家族等に対する誹謗中傷が見られるなど、リスクコミュニケーションの

重要性が大きな課題となった。 

 

8.8 48.2 32.7 9.6 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=685

明確に理解していた ある程度理解していた あまり理解していなかった

全く理解していなかった 回答なし

市行動計画における役割への理解（SA）

8.2 41.9 37.7 11.5 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=685

十分であった ある程度十分であった あまり十分でなかった
全く十分でなかった 回答なし

市行動計画に基づく準備の十分さ（SA）
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【今後の対策】 

準備期の段階から、感染症危機の発生を見据えた情報提供のあり方について、広報や情報発信に

関する部署はもとより、リスクコミュニケーションや地域との関係性の観点から、人権や協働に関する部署

を中心に、体制や掲載内容の基準等について協議を行っておくことが求められる。 

また、準備期から、保健所や市立甲府病院の専門職による正しい医療や保健に関する知識の普及

啓発に努めることにより、感染症危機発生時における正しい情報の獲得と、その発信につながる。 

 

＜意見抜粋＞ 

 何が正しい情報なのか、最低限、市民は、職員は何をどう対策したら良いのかが分からなかった。 

 情報の迅速性や誰でも閲覧できる点から、ホームページ掲載の情報を見やすくし、市民が情報を得

やすいように改善すべきである。 

 刻一刻と状況が変わるものについて情報提供を行う場合、スピード感が必要になる。高齢者などに

はラジオやテレビでのお知らせの方が良いかもしれない。 

 普段から医療に関する正しい情報や知識を深める活動が、感染症発生時等には大切なことと思わ

れる。 

 感染防止方法や感染後の過ごし方に関する動画の配信やリーフレットの配布（支援物資とともに）

があると良かったと思う。 

 スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど、日常生活の中で利用する頻度が高い、食料品を調

達する場などでの情報提供も有効と思われる。 

 

（３）対応期における柔軟な人員体制の確保とそのための業務分担の明確化 

【課題】 

対応期における業務量の変化に伴う人員体制や業務分担について、６割弱の職員が「適切であった」

と回答している。一方で、出された意見の中には、職場内での感染情報や流動職員間の引継ぎに関す

るものが多く見られた。 

 

【今後の対策】 

対応期には職員の流動が必須となることが想定される中で、その業務が円滑に実施されるためには、

対応業務の引継ぎに関するマニュアルの整備や、関係部署への情報共有と意思決定のための基準を明

確化する。 

21.0 71.7 6.4

0.6

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=499

非常に適切であった ある程度適切であった あまり適切でなかった 全く適切でなかった 無回答

新型コロナウイルス感染症に関する市からの情報提供（SA）
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＜意見抜粋＞ 

 当時はマスコミへの発表を行う担当だったが、感染症対応を行っている担当が手一杯であったため、

情報の共有が遅れることが多々あった。今後同じように感染症対応を行う場合には、感染症対応

担当にしっかりと情報を統制する担当者をおいて、市民への情報提供が遅れないように対応するべ

きだと思う。 

 情報の伝達方法も決まっておらず、一部の部署は知っているが他の部署には情報が来ないというこ

とが多々あった。誰が誰にどこまで報告すれば良いのかなど、明確な基準があると良いと感じた。 

 

上記職員アンケートに加え、庁内全部局に対して当時の行動計画に基づく対応について振り返りを行

った。この振り返りで明らかになった「課題」や「改善点」は、本計画に反映させるために注釈を付して示す

こととする。 

  

4.6 51.2 32.9 10.7 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1n=672

非常に適切であった ある程度適切であった あまり適切でなかった

全く適切でなかった 回答なし

業務量の変化に対する人員配置や業務分担（SA）
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第２章 計画の位置付け・理念 

第１節 計画の位置付け 

市行動計画は、特措法第８条第１項の規定により、県行動計画に基づき、市長が感染症有事へ

の備え及び事態対処の方策を定めるものである。市予防計画や市対処計画との整合を図りながら、国

の動向や県行動計画の改定等を踏まえ、市行動計画の見直しを検討する。 

なお、特措法に基づき定める本計画の対象疾病は、同法が適用される新型インフルエンザ等＊とする。 

 

 

第２節 感染症危機への対処における目指すべき姿と目標 

新型コロナ対応の経験やその課題を踏まえ、次なる感染症危機対応を行うに当たっては、感染拡大

防止と社会経済活動のバランスを踏まえた、感染症危機に強くしなやかに対応できる社会を目指すこと

が必要である。こうした社会を目指すために、 

 感染症危機に対応できる平時からの体制づくり 

 市民生活及び社会経済活動への影響の軽減 

 基本的人権の尊重 

の３つを目標とする。 
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第３章 対策の役割と実効性の確保 

新型インフルエンザ等の感染症危機への対策の実施主体は、国、県、市（保健所含む）、市民、

医療機関、消防機関、保育施設等であり、関係者は、それぞれ次のような役割を担うものとする。 

第１節 対策推進のための役割 

１ 国の役割（政府行動計画から引用） 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実

施し、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅

速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

また、国は、WHO 等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保し、対策に取り組む。また、国は、

新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査や研究の推進に努めるとともに、新

型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力の推進に努める。 

国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の発生時におけるワクチンや診断薬、治療薬等の

早期の開発や確保に向けた対策を推進する。国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画

に基づき、準備期に位置付けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓

練等により新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。 

また、国は、新型インフルエンザ等対策閣僚会議（以下、「閣僚会議」という。）及び閣僚会議を補

佐する新型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議（以下、「関係省庁対策会議」という。）の

枠組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。 

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフルエンザ等が発生

した場合の所管行政分野における、発生段階に応じた具体的な対応をあらかじめ決定しておく。 

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針＊を決定し、対策を強力

に推進する。その際、国は、推進会議等の意見を聴きつつ、対策を進める。また、国民や事業者等の理

解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。 

 

２ 地方公共団体の役割 

【県の役割】（県行動計画から引用） 

県予防計画に基づき、医療提供体制、検査体制及び宿泊療養＊環境の整備や、人材の養成・資

質の向上、県型保健所・衛生環境研究所における感染症有事体制の確保を行う。また、感染症連携

協議会を活用して平時から、保健所設置市＊の甲府市その他の関係機関と緊密に連携し、新型インフ

ルエンザ等の発生に備えた取組を計画的に行う。 

感染症有事の際は、国の基本的対処方針に基づき、県内の関係機関が実施する新型インフルエン

ザ等対策を総合的に推進する。 

 

【市の役割】 

市においては、感染症法に基づく地域医療体制の確保やまん延防止に関し、県に準じた役割を果た

すことが求められるため、発生前から医療体制の確保等に関する協議を行い、県や関係機関と連携を

図っておくとともに、新型インフルエンザ等発生時の相談対応や予防接種の実施など、市民の生活を維
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持するための対策に関し、発生を想定した準備を常時しておく。 

新型インフルエンザ等の発生時には、政府対策本部の決定した基本的対処方針を踏まえつつ、地域

の状況に応じて組織体制を整え対応する。 

また、市は、市民に最も近い行政単位であり、市民に対するワクチンの接種や市民の相談対応及び

生活支援、要配慮者＊への支援に関し、市行動計画に定める取組に沿って平時から準備を進める。な

お、市外からの在勤・在学、観光客等に対しても対策を実施していくことから、近隣の市町村や関係機

関等と緊密な連携を図る必要もあるため、県に対し総合調整を行うよう必要に応じて要請する。 

 

３ 市民の役割 

平時から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を

得るとともに、日頃の健康管理に加え、換気、咳エチケット＊、手洗い等の基本的な感染対策を実践す

るよう努める。また、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、マスクや消毒薬等の衛生用品、具合が悪

いときでも飲食できる食料品、生活必需品等の備蓄を行うよう努める。感染症有事の際には、発生の

状況や予防接種等の実施されている対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベ

ルでの対策を実施するよう努める。 

また、感染症を原因とした偏見・差別を生じさせないよう努める。 

 

４ 医療機関の役割 

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、地域における医療提供体制の確

保のため、県と医療措置協定＊を締結するとともに、院内感染対策の研修・訓練や個人防護具＊等の

確保などを平時から推進する。また、新型インフルエンザ等の患者の診療体制を含めた、事業継続計画

（BCP）＊の策定及び県連携協議会＊、市保健所対策検討部会等を活用した地域の関係機関との

連携を進める。 

感染症有事の際には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保するため、医療措置協定に基

づき、県からの要請に応じて、病床確保、発熱外来＊、外出自粛対象者＊への医療の提供、後方支援

又は医療人材の派遣を行う。 

 

５ 消防機関の役割 

感染症医療又は通常医療において急を必要とする患者が迅速に医療を受けられるよう、患者を医療

機関へ搬送する。 

 

６ 保育所等・学校等、高齢者施設等の役割 

新型インフルエンザ等に感染した場合において重症化リスクが高いと考えられる者が利用し、又は感染

症の集団発生が起きやすい環境にあることから、平時から感染症の発生の予防及びまん延の防止に努

める。特に保育所等や高齢者施設等では、感染症有事に備え、実効性のある事業継続計画（BCP）

の策定が求められる。 
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７ 特定接種登録事業者＊の役割 

特措法第 28 条に規定する特定接種＊の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び経済の

安定に寄与する業務を行う事業者については、感染症有事においても最低限の国民を維持する観点か

ら、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、職場における感染対策や重要な業務・事業の継

続などの準備を平時から行う。 

感染症有事の際には、平時に策定した事業継続計画 （BCP）に基づき、その業務・事業を継続

的に実施するよう努める。 

第２節 対策の実効性の確保 

この計画に基づく対策の実効性を確保するため、次のような視点で取組を進めるものとする。 

 

【EBPM＊の考え方に基づく対策の推進】 

市は、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切り替えるタイミングはもとより、平

時から感染症有事までを通じて、対策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用

する EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング）の考え方に基づいて、新型インフルエンザ等の対

策を推進する。 

 

【新たな感染症危機への備えの機運（モメンタム）の維持】 

新型インフルエンザ等は、いつ起こるか予想できず、また、いつ起きてもおかしくないものである。このため、

地震等の災害への備えと同様に、日頃からの備えと意識を高める取組を継続的に行うことが重要である。

新型コロナ対応の経験を踏まえ、新型インフルエンザ等への備えの充実につながるよう、関係機関による

訓練や研修、啓発活動等の取組を通じて、前節に掲げる対策の実施主体全体で、平時から新型イン

フルエンザ等への備えを充実させる機運（モメンタム）の維持を図る。 

 

【多様な主体の参画による実践的な訓練の実施】 

関係機関は、訓練の実施により、平時の備えについて不断の点検や改善につなげていくことが極めて

重要である。このため、関係機関による取組が継続的に行われるよう、訓練のテーマに合わせて多様な

主体が参加する実践的な訓練を企画・実施する。 

 

【市行動計画に基づく取組の定期的なフォローアップと必要な見直し】 

市行動計画は、状況の変化を踏まえて、不断の見直しを行うことが重要である。こうした観点から、本

計画に基づく取組について、訓練・研修の実施により改善点を得るとともに、市連絡会議等を活用し、

定期的なフォローアップと取組状況の見える化を行う。こうした取組の改善等に加え、国内外の新たな感

染症危機となり得る感染症の発生の状況と本計画が整合性を図っていく必要がある。 
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第２部 

対策の実施に関する基本的な方針 
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第１章 対策の目的と基本的な考え方 

第１節 対策の目的 

新型インフルエンザ等の発生を正確に予測することは困難であり、また、発生後の感染の波（期間と

規模）がどのように推移するかを正確に予測することも非常に困難である。 

医療提供体制は、病床の確保数や発熱外来数などでみることができるが、実際には人員の確保を含

む組織力や院内感染対策の実行力などに大きく依存するものであり、使用可能なワクチンや治療薬の

有無によっても左右される。感染のピークをできる限り遅らせることで、医療提供体制を強化する時間を

確保することができる。 

また、ピーク時の患者数等をなるべく少なくすることで、医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医

療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制のキャパシティを超えないようにすることによ

り、治療が必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 

一方で、感染症対応が長期化すればするほど、市民の生活や経済に与える影響は深刻なものとなる。

そのことを念頭に置きつつ、市の新型インフルエンザ等への対策は、次の２つの目的で行うものとする。 
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１ 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命・健康を保護 

 流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチン・治療薬製造のための時間を確保する。 

 流行のピーク時の患者数等を少なくすることで医療提供体制への負荷を軽減するとともに、医療

提供体制の強化を図り、治療が必要な患者に適切な医療を提供する。 

 適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 

 

２ 市民の生活・経済に及ぼす影響を最小化 

 感染拡大防止により、欠勤者等の数を減らす。 

 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えにより、市民の生活・経済へ

の影響を軽減する。 

 事業継続計画（BCP）により医療を継続して提供し、又は市民の生活・経済の安定に寄与す

る事業を維持するよう努める。 

 市民生活及び経済の安定を確保する。 

第２節 対策の基本的な考え方 

新型インフルエンザ等への対策は、日頃からの手洗いやマスク着用等の咳エチケットといった感染対策

が基本である。感染症有事において医療のひっ迫や社会的混乱を回避するためには、市民や事業者が、

感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や、体温計や一般用医薬品の常備、マスクや食料品・

日用品といった物資の備蓄などを平時から行うことが必要である。 

その上で、新型インフルエンザ等による感染症有事の際には、外出の自粛若しくは施設の使用制限の

要請又は業務縮小による接触機会の抑制などの医療対応以外の感染対策と、ワクチンや治療薬・治

療法を含めた医療対応とを組み合わせて総合的に実施するものとする。特に医療対応以外の感染対

策については、社会全体で取り組むことにより効果が期待されるものであり、全ての事業者・市民が自発

的に職場や家庭における感染予防に取り組むとともに、事業者においては継続する重要業務を絞り込む

ことなどについて積極的に検討することが重要である。 

本計画の各論に示す新型インフルエンザ等への対策は、新たな感染症の特徴（感染経路、潜伏期

間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性＊等）、流行の状況、地域の特性な

どを踏まえ、人権への配慮、対策の有効性、実行可能性、社会・経済活動への影響などを総合的に考

慮した上で、その実施を判断するものである。 
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第２章 様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ 

第１節 感染症有事のシナリオの考え方 

感染症有事のシナリオは、新型インフルエンザといった特定の感染症や新型コロナといった過去の事例

のみを前提とするのではなく、新たな呼吸器感染症等が流行する可能性も想定しつつ、感染症有事の

段階に応じて次のように考える。 

 病原体について限られた知見しか明らかになっていない段階では、感染拡大防止を徹底し、流

行状況の早期の収束を目標とする。 

 科学的知見の集積による病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）の把握、検査

体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況

に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替える。 

 病原体の変異による病原性や感染性の変化、これらに伴う感染拡大の繰り返しや対策の長期

化を織り込んだ想定とする。 

第２節 対応時期の設定 

新型コロナ対応の経験を踏まえ、様々な感染症に幅広く対応できるシナリオとして、対応時期を次の

ように定義する。以下、時期区分の考え方及び想定シナリオを示す。 

 

区分 対応時期の定義 

準備期 新たな感染症危機の発生前の段階 

初動期 新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した段階 

対応期 

政府対策本部が設置され、基本的対処方針が策定・公示されて以降の段階 

 封じ込めを念頭に対応する時期 

 病原体の性状等に応じて対応する時期 

 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

 

準備期 

【時期区分の考え方】 

新型コロナの対応において、平時の準備不足が明らかになったことから、平時の重要性を認識するとと

もに、その取組を充実させる必要がある。このため、平時は、新型インフルエンザ等の感染症有事に備え

て必要な取組を行う時期であることをより明確にするため、これを「準備期」として区分する。 

 

【想定シナリオ】 

この時期では、各種計画の策定・変更や、医療提供体制の整備、衛生物資＊・治療薬の備蓄、感

染症危機に対応可能な人材の養成、実践的な訓練の実施による対応体制の定期的な点検や改善な

ど、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前の準備を周到に行うことを想定する。 
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初動期 

【時期区分の考え方】 

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症が海外で発生して以降は、グローバル化

により新型インフルエンザ等が時を置かずに世界中へ拡散する可能性が高まっているため、海外発生と国

内発生の時期の違いで対応時期を区分する必然性に乏しい。また、感染経路を特定できるかどうかとい

う、保健所のサーベイランス＊の部分を時期切替えの目安とすると、それぞれの分野での対策の切替えの

ポイントと必ずしも一致しないことが新型コロナの経験で明らかとなった。 

一方で、新型インフルエンザ等の発生公表＊や基本的対処方針の策定の前後で大きく対策が変わる。

ここをターニングポイントとすることで、対策の機動的な切替えが可能となる。このターニングポイントの前の

時期では、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）が未知で情報が極めて少ない中にあっ

ても、機動的に対処しなければならない。よってこれを「初動期」として区分し、その期間は、新型インフル

エンザ等に位置付けられる可能性のある感染症が発生したときから、基本的対処方針が策定・公示され

るまでの期間とする。 

 

【想定シナリオ】 

この時期では、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）の知見を国内外から収集しつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡

大に対する準備を行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速か

つ柔軟に対応することを想定する。 

 

対応期 

【時期区分の考え方】 

初動期より後は、国が基本的対処方針により感染症危機へ対処するために必要な事項を示し、県

対策本部が本格稼働する時期であり、これを「対応期」として区分する。市においても、緊急事態宣言＊

がされた際は直ちに市対策本部を設置し、対応が求められる。 

対応期は、前節に示す感染症有事のシナリオの考え方をもとに、更に具体的に次の４つのシナリオを

想定し、リスク評価などに合わせて対策を切り替えていくこととする。 

 封じ込めを念頭に対応する時期 

 病原体の性状等に応じて対応する時期 

 ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

 

【想定シナリオ】 

封じ込めを念頭に対応する時期では、患者の入院措置や、使用可能な医薬品等による治療、感染

リスクのある者の外出自粛に加え、当該感染症の病原性に応じて、市民や地域住民に対する不要不

急の外出の自粛要請や施設の使用制限などを行い、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的

とした強度の高い対策を実行することを想定する。 

なお、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤

感受性等）などの情報収集・分析により対策の必要性を評価し、更なる情報が得られ次第、適切な対
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策へと切り替えることとする。また、状況の進展に応じて、必要性の低下した対策についてはその縮小や

中止を図る等の見直しを行うこととする。 

病原体の性状等に応じて対応する時期では、知見の集積により明らかになる病原体の性状等を踏ま

えたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間等を考慮しつつ、確保された医療提供体制で

対応できるレベルに感染の波を抑制するための措置等を検討することを想定する。その際、複数の感染

の波への対応や対策の長期化、病原性や感染性の変化の可能性を考慮するものとする。なお、社会の

緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなることも含め、様々な事態が生じることが想

定される。したがって、あらかじめ想定したとおりにいかない場合であっても、社会の状況を適確に把握し、

状況に応じて柔軟かつ機動的に対処していくこととする。 

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期では、科学的知見の集積、検査体制や医療提供体

制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化等に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動

的に対策を切り替えることを想定する。 

なお、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考慮する必要がある。 

最終的には、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等が低

下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ることにより、特措法によらない基本

的な感染症対策に移行する時期を迎える。 
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第３章 対策項目と横断的視点 

第１節 対策項目の設定 

政府行動計画では、対策の切替えのタイミングを示すとともに、地方公共団体や関係機関等において

も分かりやすく、取り組みやすいようにするため、13 の対策項目を立てている。このうち、港湾や空港のな

い本市においては、県と同様に「水際対策＊」の対策項目について、まん延防止の入り口と位置付け「ま

ん延防止」の対策項目と統合し、「治療薬・治療法」の対策項目については、国による取組が多数を占

めることや、同じ感染症危機対応医薬品等＊としてワクチンとの関連が強いことから「ワクチン」の項目と統

合することとし、市における新型インフルエンザ等対策の取組を効果的に進めるために次の 11 の対策項

目を設けることとする。 

 

① 実施体制 

② 情報収集・分析 

③ サーベイランス 

④ 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

⑤ 水際対策、まん延防止 

⑥ ワクチン、治療薬・治療法 

⑦ 医療 

⑧ 検査 

⑨ 保健 

⑩ 物資 

⑪ 市民生活・経済の安定の確保 

第２節 複数の対策項目に共通する横断的な視点 

１ 人材の養成 

感染症危機管理の対応能力を向上させるためには、準備期である平時から、中長期的な視野に立

って感染症危機管理に係る人材を継続的に養成することが不可欠である。感染症対策に関して専門

的な知見を有し、情報収集や対応策の検討を担い、更には感染症の調査や対策の現場においても活

躍できる人材を養成し、確保することは極めて重要である。 

多くの人が感染症危機管理に携わる可能性があることも踏まえて、市は、新型コロナ対応の経験を、

他の職員にも共有する機会を設け、全庁体制で新型インフルエンザ等に対応できるように備えることとす

る。 

また、高齢者施設等の従事者を対象とする感染症対策研修を定期的に実施する。これらの取組を

進めることによって、感染症危機対応を行う人材の裾野を広げる。 

あわせて、感染症有事の際に、地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する IHEAT＊

要員の確保や資質の向上にも継続的に取り組むこととする。 
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２ 行政機関間の連携 

市は、国が定める基本的対処方針に基づき、感染症法や特措法等に基づく措置の実施主体として

中心的な役割を担い、感染拡大防止や医療提供体制の確保状況の把握を始めとした多岐にわたる対

策を地域の実情に応じて実施する。その際、感染症法に基づく対応は、県と同様に行うため、県との連

携が必要不可欠である。 

また、市は、住民に最も近い行政単位として予防接種や住民の生活支援等の役割を担うものである。

こうした対応を円滑に行うためには、国、県との連携体制を平時から整えておくことが不可欠である。 

更に、地方公共団体の境界を越えた人の移動や感染の広がり等を踏まえて新型インフルエンザ等へ

の対応を行う必要があることから、感染症有事の際には、県と他市町村との連携、保健所間の連携も

重要である。こうした地方公共団体間の広域的な連携についても、訓練や会議などを通じて平時から取

り組むこととする。特に、市単独での対応が難しい平時の備えについては、市町村間の広域的な連携や、

県及び国による支援等により取組を進めることとする。 

 

３ DX（デジタル・トランスフォーメーション）＊の推進 

近年、感染症に限らず多方面で取組が進みつつある DX については、新型インフルエンザ等の感染症

危機管理の対応能力を向上させていくことを目指し、医療 DX を含め、感染症危機対応に備えた DX

を推進していくことが不可欠であり、政府行動計画では、国による DX 推進の取組として、 

 接種対象者の特定や接種記録の管理等の予防接種事務のデジタル化及び標準化による全

国ネットワークの構築 

 DX 推進に必要となる人材の育成やデータ管理の在り方の検討 

 収集された情報の利活用の促進に向けた課題の整理や検討等 

を掲げている。 

 

このような情報基盤の構築は、地域独自に進めるよりも、全国一律・一元化の対応が効率的であり、

県と連携を図りながら、国が進める新型インフルエンザ等対策の分野での DX の推進に平時から積極的

に協力することとする。これにより、感染症有事の際には、新型インフルエンザ等対策を効率よく、かつ効

果的に行うことが重要である。 
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第４章 対策を実施する上での留意事項 

第１節 通則的事項 

市は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階において、特措法その他の法令、市行動計画

又は事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき、県と相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確

かつ迅速な実施に万全を期すものである。この場合においては、次の事項に留意するものとする。 

 

１ 平時の備えの充実 

感染症危機への対応には平時からの体制づくりが重要である。このため、以下（１）から（５）の

視点で取り組むことにより、平時の備えの充実を進め、訓練により迅速な初動体制を確立することを可

能とするとともに、情報の収集・共有のための DX の推進等を国や県と連携して行う。 

 

（１）感染症有事の際に必要な体制の整備 

感染症有事の際に速やかな対応が可能となるよう、検査体制、療養環境、保健所の感染症有事

体制＊の整備、リスクコミュニケーション等について平時からの取組を進めるとともに、医療機関や県衛

生環境研究所との連携を強化する。 

 

（２）感染症有事の際に行うべき対策の共有とその準備 

今後起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を関係者間で共有しながら、その実

施のために必要となる準備を行う。 

 

（３）関係者や市民等への普及啓発と訓練を通じた不断の点検・改善 

感染症危機は必ず起こり得るものであることについて、日頃から普及啓発を行うとともに、次の感染

症危機への備えをより万全なものとするために、多様なシナリオや訓練等の実施を通じて、平時の備え

について点検や改善を行う。 

 

（４）初発の感染事例の探知能力の向上と迅速な初動の体制整備 

未知の感染症が発生した場合や新型インフルエンザ等が国内で発生した場合も含め様々なシナリ

オを想定し、市内で最初の感染事例の探知能力を向上させるとともに、初発の感染事例を探知した

後、速やかに市として初動対応に動き出せるように体制整備を進める。 

 

（５）DX の推進や人材の養成 

保健所等の負担軽減や医療関連情報の有効活用に向けた、国や県と連携した DX の推進のほ

か、人材の養成や行政機関間の連携といった複数の対策項目に共通する横断的な視点を念頭に取

組を進める。 
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２ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 

対策に当たっては、感染拡大防止と社会経済活動のバランスをとり、適切な情報提供・共有により市

民の生活・経済への影響を軽減させるとともに、身体的、精神的、及び社会的に健康であることを確保

することが重要である。このため、次の（１）から（５）の視点で取り組むことにより、対策の切替えを柔

軟かつ機動的に行い、市民の生命・健康を保護し、市民生活・地域経済に及ぼす影響が最小となるよ

う対策を講ずる。 

 

（１）可能な限り科学的根拠に基づいた対策の実施 

対策の実施に当たっては、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）、病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、感染症の発生状況等も含めたリスク評価を考慮する。可能

な限り科学的な根拠に基づき対応するため、平時からこうしたデータの取り扱い方法を整理する。 

 

（２）医療と生活・経済への影響を踏まえた感染拡大防止措置 

感染症有事には医療提供体制の速やかな拡充を図りつつ、感染拡大のスピードやピークを、現に

ある医療提供体制で対応できるレベルに抑制することが重要である。リスク評価に基づき、感染拡大

が対応できるレベルを超える可能性がある場合などには、適時適切に感染拡大防止措置等を講ずる。

その際、影響を受ける市民や事業者を含め、市民生活・地域社会に与える影響にも十分留意する。 

 

（３）状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え 

科学的知見の集積による病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）の把握、検査体

制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わ

せて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本として対応する。その際、国

や県が提供・共有する対策の切替えの判断の指標や考慮すべき要素に関する情報に留意する。 

 

（４）対策項目ごとの時期区分 

柔軟かつ機動的な対応が可能となるよう、対策の切替え時期については、リスク評価等に応じて、

個別の対策項目ごとに具体的な対策内容を記載し、必要に応じて個々の対策の切替えのタイミング

の目安等を示す。 

 

（５）市民等の理解や協力を得るための情報提供・共有 

対策に当たっては、市民等の理解や協力が最も重要である。このため、平時から感染症や感染対

策の基本的な知識を、学校教育現場を始め様々な場面を活用して普及し、こどもを含め様々な年

代の市民等の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組を通じ、

感染症有事において適切な判断や行動が可能となるようにする。特にまん延防止等重点措置＊や緊

急事態措置＊等の強い行動制限を伴う対策を講ずる場合には、対策の影響を受ける市民等や事業

者の状況も踏まえ、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説明する。 
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３ 基本的人権の尊重 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人権を尊重することとし、特措法により

市民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため

に必要最小限のものとする。加えて、対策には法令の根拠があることを前提として、リスクコミュニケーション

の観点からも、市民等に対して十分説明し、理解を得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者に対する誹謗中傷などの新型インフルエンザ等に起因する偏

見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あってはならないものである。これらの偏見・差別は、患

者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。また、新型インフルエンザ

等に対応する医療従事者等の士気を維持する観点等からも、防止すべき課題である。 

更に、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より影響を受けがちである社会的弱者への配

慮に留意する。感染症危機においても市民の安心を確保し、新型インフルエンザ等による地域社会の分

断が生じないよう取り組む。 

 

４ 関係機関相互の連携協力の確保 

市対策本部は、県対策本部と相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエンザ等対策を総合的に

推進する。また、必要に応じて県に対して、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請

する。 

市は、感染症対策に携わる医療機関、高齢者施設等その他の関係機関と緊密に連携して新型イン

フルエンザ等対策を実施する。 

 

５ 感染症危機下の災害対応 

市は、感染症危機下で地震等の災害が発生した場合には、県と連携して発生地域における状況を

適切に把握するとともに、必要に応じ、避難所における感染症対策の強化や自宅療養者等の情報共

有、避難の支援等を速やかに行う。 

 

６ 記録の作成・保存 

市は、新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成・保存し、対応の検証及び今後の対策に

資する情報を公表する。 
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第３部 

各対策項目の考え方及び取組 
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対策項目① 

第１章 実施体制 

第１節 感染症有事への移行 

感染症有事へ移行する際に適用される法律と対応の関係は、次のとおりである。 

 

※体制等は、感染症の発生状況等により、設置・開催の検討を行い、適宜移行する。 
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対策項目① 

第２節 組織体制の移行 

対応時期に応じ、新たな感染症の発生や国や県の動向を踏まえ、感染症対応のための組織体制を

次のとおり移行させる。 

 

２-１ 初動期の体制等 

新興感染症の疑いがある疾病が発生したときは、準備期から初動期に移行し、必要に応じて通常業

務を調整しつつ、組織体制を強化した体制をとる。これにより、次のような事務の対応力を強化し、感染

症危機への対応を先手で進める。 

 

所属 対応を強化する事務 

市長直轄組織 

 

１ 感染症に関する情報収集について 

２ 市民等への情報発信について 

３ 庁内の連携体制について 

４ 庁内の感染対策について 

保健衛生部 

（保健所） 

１ 新たな感染症に関する情報の収集・分析、リスク評価 

２ 国及び JIHS＊から提供された情報の関係機関への提供・共有 

３ 市民等から相談を受ける市相談センターの開設準備 

４ 有症状者の受診相談への対応 

５ 新たな感染症の発生の予防及びまん延の防止のための対応 

６ 医療措置協定締結医療機関＊による準備状況の確認 

７ 保健所の感染症有事体制への移行の準備 

 

（１）新型インフルエンザ等対策連絡会議 

初動期において、保健所を含めた庁内の連携や新型インフルエンザ等に関する情報収集及び共有

を図るため市連絡会議を立ち上げ初動体制の強化を図る。 

 

（２）新型インフルエンザ等対策本部 

事前の想定よりも早く感染流行の波がある時（政府・県の対策本部設置）などは、特措法によら

ない任意の対策本部を立ち上げ、感染症対策に全庁体制で対応する。 

市対策本部の会議は、本部長の市長、副本部長の両副市長及び部局長等で構成し、国が示す

基本的対処方針等を随時共有するとともに、市の重要な施策や対応方針を協議・決定する。 

 

（３）保健所２７人体制（保健衛生部門） 

情報の収集・分析を進める中において、次のような事態にあるときは、準備期においてあらかじめ名

簿に記載しておいた職員を配置する「２７人体制」とし、初動期の対応及び感染症有事体制への移

行の準備に万全を期す。 
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対策項目① 

保健所２７人体制を設置する目安 

 ✓ 世界保健機関（WHO）又は国から新型インフルエンザ等の発生の可能性が示されたとき。 

✓ 新型インフルエンザ等の発生の可能性が高まり、検疫が強化されたとき。 

✓ 国から特別の相談窓口（相談センター・コールセンター）の設置が要請されたとき。 

✓ 県が国から平時の体制を上回る医療提供体制の整備を要請されたとき。 

✓ 政府の初動対処方針＊が決定されたとき。 

✓ 県警戒本部が設置されたとき。 

✓ その他市長が必要と認めるとき。 

２７人体制は、保健衛生部長及び保健所長の指揮のもと、感染症対策を統括する「総務・企画班」

と相談業務などを行う「対策班」の２班で構成する。また、県へのリエゾン＊（連絡調整員）を派遣し、

県と感染症法に基づく対応の緊密な連携を図る。初動期における組織体制は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２７人体制の班と主な対応業務】 

班 主な対応業務 

総務・企画班 

計画・情報業務 

総務業務 

広報業務 

対策班 

相談業務 

積極的疫学調査＊業務 

クラスター＊対応業務 

健康観察業務 

入院調整・患者移送業務 

ワクチン関係業務 

事務処理業務 

検査業務 

県へのリエゾン担当 連絡調整員として県で情報収集を行う 

同時に、全部局との情報共有を図るため、市連絡会議を設置し、保健所と本庁が緊密に連携できる

体制とする。 
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対策項目① 

２-２ 対応期の体制等 

（１）新型インフルエンザ等対策本部 

市が実施対象区域となる緊急事態宣言が発令された時には、感染症対策に全庁体制で対応す

るため速やかに、市対策本部を設置する。 

市対策本部は、本部長の市長、副本部長の両副市長及び部局長等で構成し、国が示す基本

的対処方針等を随時共有するとともに、市の重要な施策や対応方針を協議・決定する。 

（２）保健所８９人体制（保健衛生部門） 

発生公表から１か月間においては、感染症対策を実施するため速やかに、「２７人体制」から「８

９人体制」に増員し、保健所の体制強化を図る。必要に応じて外部機関への委託も検討する。 

８９人体制は、保健衛生部長及び保健所長の指揮のもと、３部門 16 班で構成し、感染症対

応を実施する。なお、初動期に引き続き県対策本部事務局統括班へリエゾンを派遣し、県と感染症

法に基づく対応の緊密な連携を図る。初動期及び対応期における組織体制は以下のとおりである。 
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対策項目① 

【８９人体制の班と主な対応業務】 

班 主な対応業務 

企画班 
対策の企画立案 

他機関との連絡調整 

総務班 
「総務・企画部門」の庶務業務 

人員の確保 

財務契約班 
予算の調整 

患者移送、行政検査等の委託業務 

広報班 
メディア等との連絡調整 

市 HP、市広報誌、市防災無線等での情報発信 

相談班 
受診相談センターの運営等 

帰国者、接触者等の専用外来への受診調整 

発生届班 発生届の受理及びシステムへの入力 

積極的疫学調査班 感染者の積極的疫学調査 

クラスター班 
施設調査、指導（その他施設） 

施設調査、指導（医療機関、社会福祉施設） 

健康観察班 
濃厚接触者＊及び帰国者のフォローアップ 

待機者のフォローアップ 

患者移送班 
感染者の入院等に伴う移送調整 

軽症～中等症患者の移送 

調整班 
対策部門の庶務業務 

県対策本部との連絡調整 

ワクチン班 ワクチン接種に関する企画、調整、実施 

事務班 
入院勧告、就業制限等通知作成、発送 

公費負担申請受理及び決定通知の作成、発送 

検査班 
行政検査の調整 

対象者への検査説明、案内 

物資班 
自宅療養者への支援物資配送 

社会福祉施設への防護具等の支援 

宿泊班 宿泊療養施設の運営への協力 

県対策本部へのリエゾン担当 連絡調整員として県対策本部での情報収集を行う 
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対策項目① 

第３節 感染症対策連携会議等の活用 

市では、市予防計画の策定及び変更、その他感染症の対策に関し、関係者から意見を聴取するた

めに市連携会議を設置している。感染症対策は多岐にわたることから、幅広い分野の意見を聴取できる

よう市連携会議は、学識経験者、医療関係者、消防機関、教育機関、社会福祉施設等、地方衛生

研究所＊、行政機関の関係者で構成している。市連携会議では、平時から、地域の特性に配慮しつつ

県と連携して、感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、正しい知識の普

及、情報の収集、分析・公表、人材の養成、資質の向上・確保、迅速かつ正確な検査体制の整備及

び社会福祉等の関連施策との連携等の感染症対策に必要な基盤整備について検討する。 

また、二次医療圏内の連携協力体制の整備や地域の関係者と連携の緊密化を図ることを目的に、

中北保健所に設置されている市保健所対策検討部会を活用し、平時から医療提供体制の運用などに

おける役割分担・連携を確認し、意思疎通を図り、感染症有事の際には地域での医療連携が円滑に

図れるよう、必要な事項の確認等を行う。 

  



 
実施体制  

32 

対策項目① 

第４節 準備期 

【目的】 

新型インフルエンザ等が県内外で発生し又はその疑いがある場合は、事態を的確に把握し、全庁一

体となった取組を推進することが重要である。そのため、あらかじめ、関係部局の役割を整理するとともに、

感染症有事の際に機能する指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞ

れの役割を実現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。また、研修や訓練を通じた

課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定期的な会議の開催等を通じて関係部局間の連

携を強化する。 

 

【所要の対応】 

４-１ 市の組織体制の整備 

（１）市の体制整備 

○ 市は、感染症有事における体制の構築、事業継続計画（BCP）の確認など、必要な準備

を実施する1。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、市行動計画や事業継続計画（BCP）の作成・変更に当たっては、関連する他の計

画と整合の取れたものとなるように配慮する。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、市対策本部等を構成する職員の名簿を毎年度作成・更新する。〔市長直轄組織〕 

○ 市は、緊急事態宣言の対象区域になった場合など感染症有事における業務の種類・量を把

握し、当該業務を適正かつ確実に実行できる市対策本部体制及びそのための規定を整備す

る。〔市長直轄組織〕 

○ 市は、県対策本部が設置された時に、速やかに市対策本部（任意を含む）を立ち上げられ

るよう体制を整備する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等発生時における全庁での対応体制の構築のため、研修や訓練等

を行うとともに、感染症対応部門と危機管理部門との平時からの情報交換を行い、連携強

化や役割分担に関する調整を行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、全庁的に当事者意識を共有・醸成し、分担された役割を担えるよう、職員へ周知する。

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、とるべき体制や対策を明確にした市行動計画を

作成・変更する。その際、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の

意見を聴取する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

（２）その他関係機関の体制整備 

○ 医療機関、高齢者施設等は、感染症有事において患者・入所者のみならず、市民の生命と

健康を守るため、その機能の維持に必要な事業継続計画（BCP）を作成・変更し、市は、

そのために必要な支援等を行う。〔福祉部、保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

 
1  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、保健所業務に対する事業継続計画（BCP）作成の必要性が

課題として挙げられた。 
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対策項目① 

○ 保育所等、学校等及びその所管課は、感染症有事においてこどもや職員の感染を予防し、

休業等の措置による影響を可能な限り最小化することができるよう、平時から関係機関との

連携体制を確認するとともに、休業等の措置への対応方法を検討する。 

〔子ども未来部、教育部〕 

○ 消防本部は、市等との役割分担を踏まえ、感染症有事において感染症患者等＊の移送に協

力するための体制を整備する。〔消防本部〕 

○ 市は、病原体の性状等により検体を緊急かつ安全に搬送することが必要となった際などに警

察機関との協力を緊密に行えるよう、平時から連携体制を確認する。〔保健衛生部〕 

 

４-２ 実効性の確保 

（１）連携会議等の活用 

○ 市は、感染症に係る有識者の市連携会議を活用し、情報共有の在り方等を平時から協議

し、対策の実施や切替えを適時適切に行うことができる体制を整備する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、県連携協議会における意見及び国が定める基本指針等を踏まえて市予防計画を変

更する。その際には、市行動計画及び市対処計画と整合性の確保を図る。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事に備えた対策の実施状況を市連絡会議に報告し、これに対する意見を対

策へ反映するなど、PDCA サイクル＊による計画の評価・見直しを行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

（２）関係機関との連携強化 

○ 市は、感染症有事に備え、事態対処を円滑に行うため、県や他市町村との連絡体制を整備

する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症や医療、社会経済分野の関係団体や業界団体等との連携体制を整備する。

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、特定新型インフルエンザ等対策＊の代行や応援等の具体的運用方法について県と事

前に調整し、着実な準備を進める。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 保健所は、市保健所対策検討部会を通じて、地域における感染症の発生の予防やまん延

の防止、医療提供体制の運用などにおける役割分担・連携を確認し、関係者等と意思疎通

を図る。〔保健衛生部〕 

 

（３）訓練等の実施・人材の養成 

○ 市は、単独又は県及び関係機関と合同で、市行動計画の内容を踏まえた新型インフルエン

ザ等の発生に備えた実践的な訓練を実施し、平時から情報共有及び連携体制を確認する2 。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

 

 

2 県、市町村及び指定地方公共機関
＊

にあっては、特措法第 12 条第１項の規定により、それぞれの行動計画又は業

務計画で定めるところにより、単独又は合同で、新型インフルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めることとされる。こ

の場合において、同条第３項の規定により、住民その他関係のある公私の団体に協力を要請することができる。 
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対策項目① 

○ 市は、速やかに感染症有事体制に移行できるよう研修・訓練の実施や、マニュアルの整備等

を行い、感染症危機に適切に対応する職員の資質向上を図る。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、国・県及び JIHS の研修等を積極的に活用し、新型インフルエンザ等対策に携わる医

療従事者や専門人材、職員等を養成する。〔総務部、保健衛生部〕 
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対策項目① 

第５節 初動期 

【目的】 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し、又はその疑いがある場合には、危機管理として事態を的確

に把握するとともに、市民の生命及び健康を保護するため、緊急かつ総合的な対応を行う必要がある。

そのため、準備期等における検討等に基づき、必要に応じて市連絡会議及び市対策本部会議を開催

し、市及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型インフルエンザ等対策を

迅速に実施する。 

 

【所要の対応】 

５-１ 組織体制の移行3 

○ 初動期において、保健所を含めた庁内の連携や新型インフルエンザ等に関する情報収集及び

共有を図るため市連絡会議を開催する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国内外で新型インフルエンザ等の発生の情報が確認され、県の警戒本部が立ち上げられ

た際等には、必要に応じて通常業務を調整しつつ、流行初期までの人員体制（２７人体制）

へ移行する。〔保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、２７人体制に移行した際には市連絡会議に報告し、庁内の連携体制を強化する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症対策の実効性を確保するため、県警戒本部会議に参画し、情報共有、協議を

行い、連携を強化する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、あらかじめ選任した職員（連絡調整員（以下、「リエゾン」という。））を必要に応じて県

に派遣する。〔総務部、保健衛生部〕 

 

５-２ 市対策本部体制への移行4 

○ 市は、県対策本部が設置されたときは、必要に応じて、特措法によらない市対策本部を設置す

ることを検討し、新型インフルエンザ等対策に係る措置の準備を進める。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、必要に応じて、第４節 準備期を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能となるよう、全

庁的な対応を進める。〔総務部、保健衛生部、関係部局〕 

 

５-３ 迅速な対策の実施に必要な予算の編成 

○ 市は、国や県の財政措置など、所要の財源確保に努める中で、機動的な予算編成に向けた準

備を行う。〔企画部、関係部局〕 

  

 
3 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、早期からの庁内での情報共有の必要性が課題として挙げられた。

一方で、計画には位置付けはないが、「甲府市新型コロナウイルス感染症対策会議」を県内未発生期に設置した。 
4  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、病院内の感染対策本部の運営方法や構成メンバーについて試

行錯誤していたことと情報不足もあり活動が不十分であったことが課題として挙げられた。 
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対策項目① 

第６節 対応期 

【目的】 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発生から、特措法に

よらない基本的な感染症対策に移行し、流行状況が収束するまで、その間の病原体の変異も含め、長

期間にわたる対応も想定されることから、市及び関係機関における対策の実施体制を持続可能なものと

することが重要である。 

感染症危機の状況並びに市民生活及び経済の状況や、各対策の実施状況に応じて柔軟に対策の

実施体制を整備し、見直すとともに、特に医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチンや治療薬・治療法

の開発・確立等の大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることで、可能

な限り早期に少ない影響で感染症危機に対応することを目指す。 

 

【所要の対応】 

６-１ 様々な事態に対処できる組織体制の構築と運用 

○ 市は、市行動計画及び事業継続計画（BCP）に基づき、新型インフルエンザ等の対策や優先

度の高い業務の実施に必要な体制を継続的に確保するとともに、流行初期の人員体制  

（８９人体制）へ移行し、全庁的な対応を推進する5。〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、域内に緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市対策本部を設置し、当該市の区域に

係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、緊急事態措置

に関する総合調整を行う。〔市長直轄組織〕 

○ 市は、保健所による感染対策の実施状況により、市対策本部会議又は市連絡会議を開催し

今後の感染症の見通しやとるべき対応等について共有する6。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染状況、医療のひっ迫状況、生活・経済活動の情報を継続的に収集し、これらの情

報や国や県の方針を庁内及び関係機関と共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国や県の方針が変更された場合には、庁内・関係機関へ速やかに周知するとともに、対

策の変更や必要な施策を随時検討する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染状況の変化や対策の変更に応じて、人員体制を柔軟かつ機動的に変更し運用す

る。〔総務部、保健衛生部〕 

 

６-２ 関係機関との連携の強化 

○ 市は、感染症対策の実効性を確保するため、県対策本部会議に参画し、情報共有、協議を

行い、連携を強化する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症対策が円滑に進むよう、情報を随時収集すると共に、県にリエゾンを派遣する。

〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症法の規定に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止する

ため必要があると認めるときは、市、医療機関、検査機関、その他の関係機関等が実施する措

置に関し県に必要な総合調整を要請する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 
5  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、感染拡大状況に合わせた事業継続計画（BCP）発動の必要

性が課題として挙げられた。 
6 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、次の波に備えた全庁体制での意識統一の必要性が課題として挙

げられた。 
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対策項目① 

○ 市は、感染症法の規定に基づき、新型インフルエンザ等の発生を予防し、又はまん延を防止する

ため、県から緊急の必要により、入院の勧告又は措置に関し指示があったときは、適切に対応す

る。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等への対応が停滞することがないよう県連携協議会に参加し、医療機

関等の関係機関、関係団体等が緊密に連携し、意思疎通を図る。〔保健衛生部〕 

○ 市は、必要に応じて、地域における新型インフルエンザ等対策を協議する市連携会議や市保健

所対策検討部会等を活用し、管内の関係機関との連携体制を強化する。〔保健衛生部〕 

 

６-３ 市における実施体制の維持 

○ 市は、特定新型インフルエンザ等対策を実施するために必要があると認めるときは、他市町村又

は県に応援を求め、又は県を経由して国に職員の派遣を要請する。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等のまん延により事務の全部又は大部分を行うことができなくなったと認

めるときは、県に対し特定新型インフルエンザ等対策の事務の代行を要請する。 

〔市長直轄組織、総務部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる職員の心身への影響を考慮し、必要な対策を実施す

る。〔市長直轄組織、総務部〕 

○ 市は、国や県の財政措置など、最大限活用し、予算を編成する。〔企画部、関係部局〕 

○ 消防本部は、新型インフルエンザ等の発生により増加する救急患者に適切に対応する体制を確

保する。〔消防本部〕 

 

６-４ 市対策本部体制の終了 

○ 市は、緊急事態措置の対象区域でなくなったときは、遅滞なく市対策本部を廃止する。ただし、

市対策本部体制で対応すべき事態が継続している場合には、特措法によらない組織として任

意の市対策本部体制を維持する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目② 

第２章 情報収集・分析 

第１節 準備期 

【目的】 

感染症危機管理において、新型インフルエンザ等による公衆衛生上のリスクの把握や評価、感染症

予防や平時の準備、新型インフルエンザ等の発生の早期探知、発生後の対応等の新型インフルエンザ

等対策の決定を行う上では、情報収集・分析が重要な基礎となる。 

情報収集・分析では、新型インフルエンザ等対策の決定に寄与するため、利用可能なあらゆる情報

源から体系的かつ包括的に感染症に関する情報を収集・分析し、リスク評価を行い、感染症対策にお

ける意思決定及び実務上の判断に資する情報を提供する。 

情報収集・分析の対象となる情報としては、市内外の感染症の発生状況や対応状況、感染症サー

ベイランス等から得られた国内の疫学情報、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原

体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像に関する情報等のほか、医療提供体制や人

流、市民生活及び経済に関する情報、社会的影響等を含む感染症流行のリスクに関する情報が挙げ

られる。 

平時には、定期的に行う情報収集・分析に加えて、情報内容の整理や把握手段の確保を行う等、

感染症有事に向けた準備を行う。 
 

【所要の対応】 

１-１ 情報収集・分析体制の整備 

○ 市は、感染症有事に備え、国・県及び JIHS から積極的疫学調査その他の感染症対策に資す

る情報を収集する体制を整備する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事において NESID＊や G-MIS＊を有効に活用できるよう、平時から市内の感

染状況や医療提供体制の把握のため積極的に利用し、効率的で効果の高い情報収集の仕

組みを構築する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生を想定した研修や訓練を実施することにより、情報収集・分

析の実施体制の実効性を確認する。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部、市立甲府病院〕 
 

１-２ 情報の共有 

○ 市は、国・県及び JIHS が感染症にかかる政策決定などに活用するために国内外から収集した

情報やその分析結果、リスク評価等を、医療機関、消防機関、保育所等、学校等、高齢者施

設等の関係機関と共有する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、市立甲府病院、教育部、消防本部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等に限らず、拡大が懸念される感染症について、県による感染症リスク

アセスメントを医療機関や関係機関等と速やかに共有する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、市立甲府病院、教育部、消防本部〕 

 

１-３ 情報漏えい等の対策 

○ 市は、公表前の感染症に関する情報、分析結果及び積極的疫学調査に関する情報等の機

微情報の漏えい等の対策のため、情報セキュリティを強化する。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 
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対策項目② 

第２節 初動期 

【目的】 

新たな感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬

剤感受性等）に関する情報の収集・分析及びリスク評価を迅速に行い、感染症危機管理上の意思決

定等に資する情報収集・分析を行う。 

 

【所要の対応】 

２-１ 情報の収集・分析に基づく感染症有事体制への移行 

○ 市は、国・JIHS が行うリスク評価、県の情報等を踏まえ、速やかに２７人体制に移行することを

判断するとともに、医療機関等の関係機関との調整や各機関各部署の役割の確認など必要な

準備に着手する。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

 

２-２ 情報の提供・共有7 

○ 市は、国や県が公表した感染症情報の分析から得られた、新型インフルエンザ等に位置付けら

れる可能性がある感染症の発生状況、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や

病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を含む診断・治療に関する情報、症例定

義等を庁内関係部局で迅速に共有するとともに、医療機関、消防機関、保育所等、学校等、

高齢者施設等、市民・事業者等に情報提供・共有する。 

〔市長直轄組織、総務部、市民部、福祉部、保健衛生部、子ども未来部、産業部、市立甲 

府病院、教育部、消防本部〕 

  

 
7  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、事業所向けに周知する方法を検討する必要性が課題として挙げ

られた。 
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対策項目② 

第３節 対応期 

【目的】 

感染拡大の防止を目的に、新型インフルエンザ等に関する情報収集・分析及びリスク評価を行い、新

型インフルエンザ等対策の決定等に資する情報収集・分析を行う。 

特に対応期には、まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施の要請について、判断を要する可

能性があることから、医療提供体制や人流等の感染症のリスクに関する情報、市民生活及び経済に関

する情報や社会的影響等については情報収集・分析を強化する。 

 

【所要の対応】 

３-１ 情報の収集・分析に基づく評価 

○ 市は、国・県及び JIHS が行う新型インフルエンザ等の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、国内での発生状況、臨床像等の情報についての分析結果に基づき、包括

的なリスク評価等を継続的に行い、地域の感染状況や医療、市民生活、社会経済活動への

影響を適切に評価する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国や県が示す方針も踏まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査等の対象範囲

や調査項目の見直しを行う。〔保健衛生部〕 

 

３-２ 情報の提供・共有 

○ 市は、国・県及び JIHS の情報収集・分析から得た情報や対策及び国・県及び JIHS が提供す

るまん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施等に関する分析結果について、医療機関、消

防機関、保育所等、学校等、高齢者施設等の関係機関と迅速に共有するとともに、市民・事業

者等に周知する。 

〔市長直轄組織、総務部、市民部、福祉部、保健衛生部、子ども未来部、産業部、市立甲 

府病院、教育部、消防本部〕 
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対策項目③ 

第３章 サーベイランス 

第１節 準備期 

【目的】 

感染症有事に、発生の早期探知を行い、情報収集・分析及びリスク評価を迅速に行うことが重要で

ある。そのためには、平時から感染症サーベイランスの実施体制を構築し、システム等を整備することが必

要である。 

このため、平時から国が整備する感染症サーベイランスシステムやあらゆる情報源の活用により、感染

症の異常な発生を早期に探知するとともに、各地域の新型インフルエンザ等の発生状況、患者の発生

動向の推移、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、臨床像等の情報を系統的かつ継続的に収集、分析、情報還元を行う。これらの情

報を踏まえ、リスク評価並びに発生予防及びまん延防止のための感染症対策につなげる。 

 

【所要の対応】 

１-１ 感染症サーベイランスの体制整備 

○ 市は、感染症有事において感染症の早期探知を行い、情報収集・分析を迅速に行えるよう、

平時から感染症サーベイランス体制を構築するとともに、リスク評価に基づき、感染症有事のサー

ベイランス体制に速やかに移行できるよう、検査の方法や役割分担の確認など、必要な準備を

実施する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、指定届出機関から患者発生の届出を収受し、県衛生環境研究所による病原体検出状

況やゲノム解析＊情報等を医療機関、社会福祉施設、市民等に情報提供・共有する体制を

整備する。〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、子ども未来部、市立甲府病院〕 

○ 市は、感染症の発生状況に関する情報を効率的かつ迅速に収集することが可能となるよう、平

時から医療機関による NESID のオンライン入力を促進するとともに、国が行うシステムの改修に

適切に対応する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

１-２ 人材の養成・訓練の実施 

○ 市は、感染症有事の際に感染症サーベイランスに従事する人材を養成・確保するため、国・県

及び JIHS が行う研修への職員の参加派遣や当該職員を講師とする研修等を実施し、研修内

容を共有する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、訓練等を通じて、感染症有事におけるサーベイランス体制を検証する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

１-３ 感染症サーベイランスの実施 

○ 市は、季節性インフルエンザ＊や新型コロナウイルス感染症等の呼吸器感染症等の発生動向に

ついて、NESID の活用による流行状況の把握に加え、疑似症サーベイランス＊等複数の情報源

から流行状況を把握し、定期的に公表する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 
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対策項目③ 

【疑似症サーベイランス】 

○ 市は、原因不明の重症の感染症が発生した場合には、医療機関の協力を得て、その動向を早

期に把握するために疑似症の発生動向調査を実施する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

【学校サーベイランス】 

○ 市は、保育所等、学校等の感染状況を「学校等欠席者・感染症情報システム＊」により施設単

位・地域単位で把握する。〔保健衛生部、子ども未来部、教育部〕 

 

【クラスターサーベイランス】 

○ 市は、保育所等、学校等、高齢者施設等からの報告により施設ごとの感染状況を把握する。

〔福祉部、保健衛生部、子ども未来部、教育部〕 

 

【動物由来感染症サーベイランス】 

○ 市は、医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれのある者につ

いて情報提供があった場合に、関係者間で速やかな情報共有を行う体制を整備する。 

〔保健衛生部〕 

 

【強化サーベイランス】 

○ 市は、全国規模で行われるスポーツ・文化イベント等が県内で開催される場合にあっては、国か

らの要請も踏まえ、県の協力のもと、感染症対策に必要なサーベイランスを実施する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

１-４ サーベイランス情報の共有 

○ 市は、県と感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感

染性、薬剤感受性等）、県内外の発生状況を共有し、医療機関、市民等に提供する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

１-５ DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 

○ 市は、平時から、医師や指定届出機関の管理者からの NESID のオンライン入力による発生届

及び退院等の届出を促進する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

１-６ 感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 

○ 市は、国や県が公表した感染症サーベイランスの分析結果及び市の感染症サーベイランスより得

られた結果に基づく正確な情報について、市民等へ分かりやすく提供・共有する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目③ 

第２節 初動期 

【目的】 

市内外における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の際に、発生初期の段階から市内の感染

症の発生状況や発生動向の推移を迅速かつ的確に把握し、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、

症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等に関する情報の収集を

迅速に行う必要がある。 

初動期では、感染症サーベイランスの実施体制を強化し、早期に探知された新型インフルエンザ等に

関する情報の確認を行い、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

【所要の対応】 

２-１ 感染症有事の感染症サーベイランス体制への移行 

○ 市は、第１節 準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに、新たな感染

症の発生が確認された場合には、疑似症の症例定義に基づき、当該感染症に対する疑似症サ

ーベイランスを開始する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、新たな感染症の全数把握＊を行うほか、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状

等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、重症化の

傾向（年齢、重篤な症状の発生状況等）、抗体保有状況等の必要な知見を得るため、入

院患者の臨床情報を把握する入院サーベイランス、病原体のゲノム情報を解析する病原体ゲノ

ムサーベイランス等、感染症有事の感染症サーベイランスを開始する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

２-２ 新たな感染症のサーベイランス情報の分析・評価8 

○ 市は、新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を検査し、亜型等を同

定することにより感染状況を分析する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、サーベイランスで収集した情報等を踏まえたリスク評価に基づき、感染症対策を実施する。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-３ サーベイランス情報の共有 

○ 市は、感染症サーベイランスで得られた新たな感染症に関する知見や感染症対策に関する情報

を、医療機関、市民等へ迅速に提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国から示された病原体の同定・解析の方法、症例定義に関する情報を、医療機関等の

関係機関へ周知する。〔保健衛生部〕 

 

 
8  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、海外での発生状況をタイムリーに情報収集することの難しさが課

題として挙げられた。 
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対策項目③ 

第３節 対応期 

【目的】 

強化された感染症有事の感染症サーベイランスの実施体制により、各地域の新型インフルエンザ等の

発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像や治療効果、抗体保有状況等に関する情報の収集

等を行い、感染症対策につなげる。 

また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイランスの実施体制の検討や見

直しを行う。 

 

【所要の対応】 

３-１ 流行状況に応じたサーベイランスの実施 

○ 市は、第２節 初動期に開始した感染症有事の感染症サーベイランスを基本としつつ、流行状

況に応じた感染症サーベイランスを実施し、新型インフルエンザ等の発生状況の推移を把握する。

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報を把握するために、国・JIHS によ

る FF100*への協力依頼や国が感染症指定医療機関＊及び協定締結医療機関に対して行う

要請に基づき、退院等の届出や検体の提出その他必要な調査が適切に行われるようにする。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴（感染経路、潜

伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、臨床像等につい

て、流行状況に応じたサーベイランスを実施できるよう、国・県及び JIHS 等と連携する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、県が全県で統一したサーベイランスを行う必要があると判断し、市に実施への協力要請が

あったときは、実施について検討する。〔保健衛生部〕 
 

３-２ 感染症有事サーベイランス情報の活用と共有 

○ 市は、サーベイランスで収集した情報等を踏まえたリスク評価に基づき、感染症対策を切り替える。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、サーベイランスで収集した地域の感染状況、地域の変異株の状況、感染症の特徴（感

染経路、潜伏期間、症状等）、病原体の性状（病原性、感受性、薬剤感受性等）、ゲノム

情報、臨床像等の情報及び感染症対策に関する情報及び分析結果を県と共有し、医療機関、

市民等に情報提供する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-３ サーベイランスの体制の見直し 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じてサーベイランスの実施方法や対象を見直し、適

切な実施体制に移行する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国から、国内の患者数が増加し新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報

や科学的知見が蓄積したこと等により、全数把握の必要性が認められないとの評価が行われ、

サーベイランス体制の見直しについて指示があった場合には、負担の少ない定点把握＊へ移行す

る。〔保健衛生部〕 
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対策項目④ 

第４章 情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

第１節 準備期 

【目的】 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、市民、医療機関、事業者等とのリスク情報とそ

の見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動できるようにすることが重要である。このため、市

は、平時から市民等の感染症に対する意識を把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、リス

クコミュニケーションの在り方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて適切に判断・行動できるよう、平時か

ら普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情報提供・共有を行い、感染症に関するリテ

ラシーを高めるとともに、市による情報提供・共有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限り双方向のコミュニケ

ーションに基づいたリスクコミュニケーションができるよう、発生状況に応じた市民等への情報提供・共有の

項目や手段、情報の受取手の反応や必要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有にいかす方

法等について整理し、あらかじめ定める。 

 

【所要の対応】 

１-１ 情報提供・共有の体制整備9 

○ 市は、感染症有事において、信頼性のある一貫した情報提供・共有を行うことができるよう必要

な体制を整備する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事における医療機関等の関係機関、事業者、市民等とのリスクコミュニケーショ

ンの在り方や市民向けの市相談窓口等の設置を始めとした市民からの相談体制の整備方法等

を含め、市民等への円滑な情報提供・共有のための方策を検討する。また、業界団体等を通じ

た情報提供・共有の方策についても整理する。 

〔市長直轄組織、市民部、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、感染症に係る情報の提供・共有に当たり、情報の受け手である市民等と可能な限り双方

向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを適切に行い、市民等の行動変容につな

げることができるよう、市民等が必要とする情報やその情報源を把握し、更なる情報提供・共有

にいかす方法等を整理する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人及び視覚や聴覚等が不自由な方等

の配慮が必要な方に対しても、感染症有事に適時適切に情報共有ができるよう、平時から感

染症に関する情報提供・共有においても適切に配慮する。 

〔市長直轄組織、市民部、福祉部、保健衛生部、子ども未来部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生時に市民等からの相談に応じるための市相談窓口等を円滑

に設置するための体制・手順等を確認する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、市民等が理解しやすい情報提供を行うため、リスクコミュニケーション等に関する研修や実

践による職員の資質向上を図る。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

 

 
9  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、計画の周知や理解、協力を求めることの不十分さやリスクコミュニ

ケーションを意識した情報の発信及び体制整備の必要性が課題として挙げられた。 
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対策項目④ 

１-２ 感染症に関する情報提供・共有 

○ 市は、平時から新型インフルエンザ等に対する市民等の理解を深めるため、国や県から提供され

た情報や媒体のほか、感染症に関する基本的な情報、感染対策、発生状況等を、各種媒体

（Web、SNS 等 のデジタル媒体やリーフレット等の非デジタル媒体）により、市民向けに分かり

やすく情報提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、情報提供・共有に当たっては、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止に

も大きく寄与することを啓発する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、地域における感染拡大の起点となりやすい保育所等、学校等、重症化リスクが高いと考

えられる高齢者施設等を所管する関係部局と保健衛生部とが相互に連携して、感染症や公衆

衛生対策について関係者に分かりやすく情報提供・共有する。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、子ども未来部、教育部〕 

○ 市は、自らの情報提供・共有が市民等の有用な情報源としてその認知度・信頼度が一層向上

するよう、科学的根拠に基づく情報の発信等に取り組む。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
 

１-３ 偏見・差別や偽・誤情報に関する啓発 

○ 市は、感染者やその家族、勤務先などの所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は許

されず、法的責任を伴い得るだけでなく、偏見・差別等を恐れて受診行動を控えることが感染症

対策の妨げにもなることを平時から普及啓発する。〔市長直轄組織、市民部、保健衛生部〕 

○ 市は、平時から、科学的根拠に基づいた情報を繰り返し発信するとともに、科学的根拠が不明

確な情報や偽・誤情報の拡散状況に応じ、各種媒体（Web、SNS 等のデジタル媒体やリーフ

レット等の非デジタル媒体）を活用して偽・誤情報に関する注意喚起を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：綾部市ホームページより 

「新型コロナウイルス感染症に関してーなくそう！不当な差別、

偏見、誹謗中傷！！」のページ。

https://www.city.ayabe.lg.jp/0000002394.html> 

１-４ 発生事例公表の在り方の検討 

○ 市は、政府行動計画に基づき国が示す公表基準等をもとに、個人情報やプライバシーの保護に

留意した公表の内容や方法を検討する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

リーフレットの例①（京都府綾部市） 
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対策項目④ 

第２節 初動期 

【目的】 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、市は、感染拡大に備えて、市民等に新型イン

フルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じた的確な情報提供・共有を行い、準備を促す必要

がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、市民

等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報について、

当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、

感染者等に対する偏見・差別等は許されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共

有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を

繰り返し提供・共有する等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

【所要の対応】 

２-１ 情報提供・共有 

（１）情報提供・共有の方法10 

○ 市は、情報を一元的に管理し、市民等の情報収集の利便性向上のため、関係部局等の情

報について、必要に応じて、市ホームページ等に集約し、総覧できるようにする。 

〔市長直轄組織〕 

○ 市は、国の取組に関する留意事項を参考とするほか、他の地方公共団体等の対応も参考に

しつつ、地域の実情を踏まえ、準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制について、

本格的に体制を強化し、市民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケーションを行う。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、各種媒体（Web、SNS 等のデジタル媒体やリーフレット等の非デジタル媒体）や報道

機関を通じ、新たな感染症の特性や国内外における発生状況、感染対策などの感染症情

報を市民向けに分かりやすく発信する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等に

適切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を実施する。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、子ども未来部〕 

○ 市は、第１節 準備期に検討した情報提供・共有の方策を踏まえ、業界団体等を通じた情

報提供・共有を図る。〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

 

（２）情報提供・共有の内容 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生又は発生疑いを踏まえ、国・県及び JIHS から提供された

新型インフルエンザ等の特性や対策等について、正確かつきめ細かに情報を発信する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

  

 
10  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、早期からの相談窓口設置に向けた体制づくりの必要性が課題と

して挙げられた。 
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対策項目④ 

○ 市は、国が開設する国・地方公共団体等の情報等を総覧できる Web サイトを市民等に情

報提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国が作成した一般向け Q&A を各種媒体（Web、SNS 等のデジタル媒体やリーフレッ

ト等の非デジタル媒体）で情報提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止に大きく寄与することも含め、

感染拡大防止のための行動変容に資する啓発を進め、冷静な対応を促すメッセージを発出

する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国が行う感染症の診断、治療方法、病原体調査等の情報を医療機関等に提供する。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-２ 双方向のコミュニケーション 

○ 市は、国による地方公共団体向け Q&A の配布等を機に市相談窓口等を設置するとともに、寄

せられた意見や SNS の動向により情報の受け手の関心を把握し、可能な限り双方向のコミュニ

ケーションに基づくリスクコミュニケーションを実施する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-３ 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

○ 市は、感染者やその家族、勤務先などの所属機関、医療従事者等に対する偏見・差別等は許

されず、法的責任を伴う場合があること、偏見・差別等を恐れて受診行動を控えることが感染症

対策の妨げになることなどを発信する。〔市長直轄組織〕 

○ 市は、科学的根拠が不明確な情報、偽・誤情報の拡散状況を踏まえつつ、その時点で得られ

た科学的根拠に基づいた情報を発信し、市民等が正しい情報を入手できるよう努める。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、偏見・差別等に関する県、国、NPO 等の相談窓口に関する情報を整理し、市民に周知

する。〔市長直轄組織、市民部、保健衛生部〕 

 

２-４ 発生事例の公表 

○ 市は、新型インフルエンザ等の市内発生事例を確認したときは、個人情報の保護に十分配慮し、

国が示す公表基準等に沿って迅速に公表する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目④ 

第３節 対応期 

【目的】 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方の共有等を通じて、市民

等が適切に判断や行動できるようにすることが重要である。このため、市は、市民等の関心事項等を踏ま

えつつ、対策に対する市民等の理解を深め、リスク低減のパートナーとして、適切な行動につながるよう促

す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動できるよう、市民

等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠等に基づいた正確な情報について、

迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づいたリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、

個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することや感染者等に対する偏

見・差別等は許されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・共有するとともに、偽・誤

情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知見等に基づく情報を繰り返し提供・共有す

る等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

【所要の対応】 

３-１ 情報提供・共有 

（１）情報提供・共有の方法11 

○ 市は、国の取組に関する留意事項を参考とするほか、他の地方公共団体等の対応も参考に

しつつ、地域の実情を踏まえ、第１節 準備期に整備したリスクコミュニケーションの実施体制

について、本格的に体制を強化し、市民に対して必要な情報提供・共有、リスクコミュニケーシ

ョンを行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、各種媒体（Web、SNS 等のデジタル媒体やリーフレット等の非デジタル媒体）により

情報提供・共有を図る。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、高齢者、こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方に適

切な配慮をしつつ、理解しやすい内容や方法での情報提供・共有を実施する。 

〔市長直轄組織、市民部、福祉部、保健衛生部、子ども未来部〕 

○ 市は、業界団体等を通じた情報提供・共有を図る。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

 

（２）情報提供・共有の内容12 

○ 市は、国・県及び JIHS から提供された新型インフルエンザ等の発生状況、感染症の特徴

（感染経路、潜伏期間、症状等）、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、

診断・治療に関する情報について、情報の受け手の反応や必要としている情報を考慮し、医

療機関などの関係機関等に情報提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 
11  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、市相談センターの人員体制強化の検討の必要性が課題として

挙げられた。 
12  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、対策や決定事項等について、職員への共有方法が確立されて

おらず、情報共有の内容が不十分であったため、地域住民、患者、マスコミ等からの問い合わせ対応に苦慮したことが課

題として挙げられた。 
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対策項目④ 

○ 市は、引き続き、国が開設する国、地方公共団体等の情報等を総覧できる Web サイトを市

民等へ情報提供・共有する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、新たな感染症の特性や国内外における発生状況、感染対策などの感染症情報を市

民等に分かりやすく発信する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止に大きく寄与することから、感

染拡大防止のための行動変容に資する啓発を進め、冷静な対応を促すメッセージを発出する。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-２ 双方向のコミュニケーション 

○ 市は、国が作成・改訂した一般向け Q&A を HP 等で情報提供するとともに、市相談窓口等の

体制を強化する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、市相談窓口等に寄せられた意見等や SNS の動向などを通じて市民等の反応や関心を

把握し、可能な限り双方向のコミュニケーションに基づくリスクコミュニケーションを実施する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-３ 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

○ 市は、偏見・差別等は許されるものではなく法的責任を伴う場合があること、偏見・差別等を恐

れて受診行動を控えることが感染対策の妨げになることなどについて情報提供・共有を図る。 

〔市長直轄組織〕 

○ 市は、科学的根拠が不明確な情報、偽・誤情報の拡散状況を踏まえつつ、科学的根拠に基づ

いた情報を発信し、市民等が正しい情報を入手できるよう対処する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、偏見・差別等に関する県、国、NPO 等の相談窓口に関する情報を整理し、市民に周知

する。〔市長直轄組織〕 

 

３-４ 発生事例の公表 

○ 市は、市内発生事例を公表するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮し、国が示す公表

基準等に沿って迅速に公表する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症の発生状況に応じて、発生事例の統計分析に力を入れ、市内の感染症の発生

状況を面で捉えた情報の発信に切り替える。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-５ リスクコミュニケーションを活用した説明 

（１）封じ込めを念頭に対応する時期 

○ 市は、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等について限られた知見しか把

握していない場合は、その旨を含め、市が行う感染対策等の根拠を丁寧に説明する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目④ 

（２）病原体の性状等に応じて対応する時期【重症化しやすい特定の層への配慮】 

○ 市は、病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を踏まえたリスク評価や影響

の大きい年齢層に応じて措置の強度等が異なることから、当該対策を実施する理由等につい

て、可能な限り科学的根拠等に基づいて分かりやすく説明する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、特に影響の大きい年齢層を重点的に、リスク情報及びリスク情報に基づく対策等につい

て、理解・協力を得るため丁寧に説明し、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを図る。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

（３）特措法によらない基本的な感染症対策への移行期 

○ 市は、特措法によらない医療提供体制や基本的な感染症対策への移行に伴い留意すべき

点（医療提供体制や感染対策の見直し等）及び保健所等での対応の縮小について、市

民・事業者等に対し丁寧に説明する。〔市長直轄組織、市民部、保健衛生部〕 

○ 市は、順次広報体制を縮小する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目➄ 

第５章 水際対策、まん延防止 

第１節 準備期 

【目的】 

平時から、国が行う水際対策に係る体制整備や研修及び訓練に積極的に協力等することにより、国と

の連携を強化する。 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大のスピー

ドやピークを抑制することで、市民の生命及び健康を保護する。 

また、感染症有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対策による社会的影

響を緩和するため、市民や事業者の理解促進に取り組む。 

 

【所要の対応】 

１-１ 水際対策における国との連携 

○ 市は、出国予定者や在外邦人、帰国者に対し国が発出する注意喚起の情報について、関係

機関や事業者、市民等へ周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、検疫所から出される入国者等の情報の受取方法や共有先、共有方法を確認する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、検疫所が仮検疫済証を交付して行う健康監視＊の結果、健康状態に異状を生じた者に

かかる通知を検疫所から受けたときは、感染症法の規定により、対象者その他の関係者に質問

し、必要な調査を行うとともに、その結果を国に報告する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、検疫法（昭和 26 年法律第 201 号）に基づく帰国者等の隔離＊・停留＊等のために

国・検疫所が市内医療機関等と協定を締結している状況について適宜確認する。 

〔保健衛生部〕 

 

１-２ まん延防止対策を実施するための体制整備13 

○ 市は、感染症有事において、各種協力要請を含むまん延防止対策を迅速に実施するため、平

時から庁内の情報共有体制を整備するとともに、事業者や業界団体との連絡方法・窓口を確

認する。〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、地域のまん延防止対策を推進する立場から、感染症有事においても業務を継続すること

ができるよう、事業継続計画（BCP）を適宜更新する。〔関係部局〕 

○ 市は、感染症有事において、保育所等、学校等が臨時休業等の措置を講じる場合であって、そ

の影響を低減する必要があると認めるときに十分な集団感染対策を講じた上で一部施設の部

分的開所を許容することに関し、平時から必要な検討を行う。〔子ども未来部、教育部〕 

○ 市は、社会福祉施設の集団指導及び社会福祉施設等からの要請に応じて行う出前講座等に

より、従事者の感染対策に関する資質の向上に努める。〔保健衛生部〕 

 
13  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、日々感染状況・対策が変わる中で、タイムリーな情報提供が行

えるよう、関係機関との連携が必要となることが課題として挙げられた。一方で、「甲府市職員の新型コロナウイルス感染

症に係る予防・対応ハンドブック」を作成し対応を行った。 
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対策項目⑤ 

○ 市は、社会福祉施設等の対応に関するアクションカード＊の作成及び活用を支援する。 

〔福祉部、保健衛生部〕 

 

１-３ まん延防止対策の効果を高める環境の整備 

○ 市は、新型インフルエンザ等対策として想定される対策の内容やその意義について、平時から事

業者、市民等へ周知を図る。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市及び学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本的な

感染対策の普及を図る。また、感染症有事において、自らの感染が疑われる場合は市相談セン

ターに連絡し相談すること、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスク着用等の

咳エチケットを行うこと等のとるべき対応について、平時から理解の促進を図る。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、教育部〕 

○ 市は、感染症有事の際に実施される可能性のある、特措法に基づくまん延防止措置等重点措

置や緊急事態措置による休業要請や不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限の要請

等について、平時から事業者や市民等の理解の促進を図る。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、産業部、教育部、関係部局〕 

  



 
水際対策、まん延防止 

54 

対策項目➄ 

第２節 初動期 

【目的】 

市内で感染症の発生を防ぐため、国による水際対策に関する感染症の情報収集を行い、事業者、

市民等に周知を行うとともに、検疫所と連携したまん延防止のための必要な対応を行う。 

また、感染症法の規定に基づく濃厚接触者への対応の確認を行うなど、まん延防止対策を進める。 

 

【所要の対応】 

２-１ 水際対策の強化における国との連携 

○ 市は、市内での発生に備え、水際対策の強化に伴う感染症対応の変更に関する情報を収集

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、検疫措置の強化や渡航・入国の制限など、国による水際対策強化の内容を関係機関や

事業者、市民等へ周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国による在外邦人や出国予定者への注意喚起等に関する情報を収集し、関係機関や

事業者、市民等へ周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、検疫法第 34 条第１項の規定に基づく政令によって感染症の種類が指定され、同法の

規定が準用される場合において、検疫所から当該感染症に感染した疑いのある帰国者等に関

する情報の通知を受けたときは、感染症法の規定に基づき検疫所と連携し、自宅等で待機する

対象者の健康監視を実施する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、健康監視対象者に症状等が現れたときは、感染症法の規定に基づき検疫所と連携し、

質問・調査、検査、入院その他のまん延防止のために必要な対応を行うとともに、その結果を国

に報告する。〔保健衛生部〕 

 

２-２ まん延防止対策の準備 

○ 市は、市内における新型インフルエンザ等の患者の発生に備え、国や県と相互に連携して感染

症法の規定に基づく患者への対応（入院勧告・措置等）や患者の同居者等の濃厚接触者へ

の対応（外出自粛要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等）の確認を進める。また、

市は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報の通知を

受けた場合は、相互に連携し、これを有効に活用する。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑤ 

第３節 対応期 

【目的】 

水際対策として、準備期に引き続き、居宅等待機者等に対して健康監視を実施する等、必要な対

応を行う。 

また、まん延防止対策として、準備期で検討した指標やデータ等を活用しながら、対策の効果及び影

響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、市民生活や社会経済活動への

影響の軽減を図る。 

 

【所要の対応】 

３-１ 水際対策への柔軟な対応 

○ 市は、検疫所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある帰国者等に関する情報の通知を

受けたときは、保健所において、感染症法の規定に基づき検疫所と連携し、自宅等で待機する

対象者の健康監視を実施する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、健康監視の対応が困難な場合であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するために

必要があると認めるときは、市に代わって健康監視を実施するよう国に要請する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、健康監視対象者に症状等が現れたときは、検疫所と連携し、感染症法の規定に基づき、

積極的疫学調査、検査、入院その他のまん延防止のために必要な対応を行うとともに、その結

果を国に報告する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が発出する退避・渡航中止に関する情報を関係機関や事業者、市民等へ周知する。

〔市長直轄組織〕 

○ 市は、国による水際対策の強化や緩和・中止の動向を注視し、適時適切に対応を切り替える。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-２ まん延防止対策の実施に対する考え方 

○ 市は、市内の感染状況に基づいた柔軟なまん延防止対策を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、まん延防止等重点措置や緊急事態措置に至らない場合であっても、地域の感染状況に

ついて、市民に伝わりやすいよう注意喚起する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-３ 封じ込めを念頭に対応する時期のまん延防止対策 

（１）患者や濃厚接触者への対応 

○ 市は、国や県と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法の規定に基づき、患者への

入院・就業制限その他の措置や患者の同居者等の濃厚接触者への外出自粛要請等の措

置を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、患者やその濃厚接触者への外出自粛要請等の措置に当たり、感染症の特徴（感染

経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）の知見、

積極的疫学調査による感染源の推定及び濃厚接触者の特定に関する情報等を踏まえ、ま

ん延防止のために有効とされる措置を組み合わせて実施する。〔保健衛生部〕 
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対策項目➄ 

○ 市は、県と連携し、濃厚接触者に対して、必要に応じて、抗インフルエンザウイルス薬＊の予防

投与を行う。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、人の移動が少ない山間地域などにおいて新型インフルエンザ等が世界で初めて確認さ

れた場合等であって、国が必要と認めたときは、当該地域内の住民に対して、抗インフルエンザ

ウイルス薬の一斉予防投与の実施を検討する。〔保健衛生部〕 

 

（２）患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等 

【基本的な感染対策に係る要請の周知等】 

○ 市は、県が実施する換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等の基本

的な感染対策、時差出勤やリモートワーク（テレワーク）、オンライン会議の活用等の取組勧

奨について、必要に応じて市民に周知する。 

〔市長直轄組織、産業部、関係部局〕 

 

【外出等に係る要請等】 

○ 市は、県が実施する地域の実情に応じた集団感染の発生施設や、不特定多数の者が集ま

る等の感染リスクが高まる場所等への外出の自粛、都道府県間の移動の自粛について、必

要に応じて市民に周知する。〔市長直轄組織〕 

 

（３）事業者や学校等に対する要請等14 

【基本的な感染対策の協力要請】 

○ 市は、県が実施する事業者に対する職場における感染対策の徹底要請及び、従業員に基

本的な感染対策の勧奨又は徹底の協力について、必要に応じて事業者に周知する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、産業部、関係部局〕 

○ 市は、事業者に対して、当該感染症の症状が認められた従業員の健康管理や受診を勧奨

すること、出勤が必要な者以外のリモートワーク（テレワーク）、こどもの通う保育所等、学校

等が臨時休業等をした場合の保護者である従業員へ配慮等を行うよう協力を求める。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、子ども未来部、教育部、関係部局〕 

○ 市は、県が実施する新型インフルエンザ等の集団発生施設や感染リスクの高い不特定多数の

者が集まる施設に対する基本的な感染対策の徹底の要請及び、当該施設において催物を

開催する場合には、人数制限等の安全性を確保するための計画策定等の要請を、必要に

応じて施設の管理者等に周知する。〔市長直轄組織、関係部局〕 

 

【事業者への特別の要請等】 

○ 市は、まん延防止のために必要な措置によって影響を受けた事業者を支援するため、財政上

の措置やその他の必要な措置を講ずることを検討する。その際には、国の予算措置の状況を

踏まえ、国庫支出金を活用することや、他事業者との公平性の観点や円滑な執行等が行わ

れることなどに留意する。〔市長直轄組織、産業部〕 

 
14  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、病原性等の特性に応じて、どの程度の規模で学級閉鎖が必要

となるのかの基準の決定に難航したことが課題として挙げられた。一方で、感染拡大防止と、児童生徒の学ぶ機会の確保、

保護者等の仕事への影響等のバランスをみながら、措置を検討した。 
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対策項目⑤ 

【医療・保健福祉・教育における対策強化とその影響への配慮】 

○ 市は、市民の生命・健康を守るために休業することなく機能を維持する必要のある医療機関、

高齢者施設等に対し、職員や利用者等の検査の強化、医療支援の体制確保、業務継続

体制の確保など新型インフルエンザ等対策の強化を要請する。〔福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、医療機関や高齢者施設等に対し、感染症の性状を踏まえた感染防止対策に関する

情報提供を行う。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、感染状況、病原体の性状等を踏まえ、必要に応じて、保育所等、学校等に対し、当

該施設における感染対策の実施に資する情報の提供・共有を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、子ども未来部、教育部〕 

○ 市は、県の要請により保育所等、学校等が臨時休業等の措置を講じる場合であって、その影

響を低減する必要があると認めるときは、十分な集団感染対策を講じた上で一部施設の部

分的開所を許容する。〔市長直轄組織、子ども未来部、教育部〕 

○ 市は、通所介護事業所等が休業する場合には、自宅での家族等による付き添いのほか、サ

ービスの利用を継続する必要が高い要介護者等については訪問介護等を活用した対応を検

討する。〔福祉部〕 
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対策項目⑥ 

第６章 ワクチン、治療薬・治療法 

第１節 準備期 

【目的】 

新型インフルエンザ等の発生時に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び社会経済活動に

及ぼす影響が最小となるようにするため、予防接種の理解を深めるための啓発を行うとともに、新型インフ

ルエンザ等に対応したワクチンを迅速に供給し、円滑な接種が実施できるよう、平時から着実に準備を進

める。 

また、ワクチンの接種体制について、新型インフルエンザ等が発生した場合に円滑な接種を実現するた

めに、国及び県のほか、医療機関や事業者等とともに、必要な準備を行う。 

 

【所要の対応】 

１-１ 感染症危機対応医薬品等を利用する基盤の整備【ワクチン】 

○ 市は県とともに、新型インフルエンザ等の発生時に、迅速に特定接種又は住民接種＊の実施が

可能となるよう、国が推進する予防接種事務のデジタル化等の状況を踏まえながら、平時から医

師会等と連携し、医療従事者、接種場所、接種に必要な資材等の確保等、接種体制の構築

に向けた検討を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、県が国の要請を受けて、ワクチンの円滑な流通を可能とするため、県医師会、県内卸売

販売業者等の関係者と協議をするに当たり、これに協力し、体制を構築する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、円滑にワクチン供給をするため、ワクチン配送事業者の把握をするとともに、医療機関単

位のワクチン分配量を検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、必要に応じて、大学等の研究機関を支援する。〔保健衛生部〕 

 

１-２ 情報提供・共有、DX の推進 

○ 市は、予防接種への理解を深める啓発を行うとともに、新型インフルエンザ等対策におけるワクチ

ンの役割や接種対象者、接種順位の在り方等の基本情報について Web サイトや SNS を通し

て情報提供・共有を行い、市民等の理解促進を図る。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、予防接種の接種記録や副反応疑い報告等を迅速かつ正確に管理するために国が基盤

整備する予防接種事務のデジタル化・標準化を実施する。〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、庁内や医師会等の関係団体と連携し、予防接種施策の推進に資する取組に努める。

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

 

１-３ 予防接種体制 

○ 市は、県と協力し、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会等の関係者と連携し、接種に必

要な人員、会場、資材等を含めた接種体制の構築に必要な訓練の実施を検討する。 

〔保健衛生部〕 
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対策項目⑥ 

（１） 特定接種 

○ 市は、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる職員を対象とする特定接種が円滑に行えるよ

う接種体制を構築する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国からの要請を受け、特定接種の対象となり得る者に対し、集団的な接種を原則として、

速やかに特定接種が実施できるよう、接種体制を構築する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、特定接種の対象となる医療や市民生活及び経済安定分野の事業者による登録申請を

当該事業者に周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、国からの要請に基づき、特定接種登録事業者に対し、接種体制を円滑に構築するため

に必要な事項を周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、特定接種登録事業者による事業継続計画（BCP）の作成を支援する。 

〔保健衛生部〕 

 

（２） 住民接種 

○ 市は、国や県等の協力を得ながら、市民に対し、速やかにワクチンを接種するための体制を構築

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国や県の協力を得ながら、初動期や対応期に求められる対応を想定し、パンデミック時に

ワクチン接種の円滑な実施が可能となるよう、接種に必要な資源等を明確にする。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、市医師会等と連携し、接種体制について検討を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は庁内で連携し、高齢者施設等の入所者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受

けられるよう、接種体制を検討する。〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、医療従事者の確保について、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会や医療機関等と

の協力の下、接種体制が構築できるよう、事前に合意を得る。〔保健衛生部〕 

○ 市は、円滑に接種できるよう各接種会場の選定や接種の流れを検討する。なお、医師及び看

護師の配置については市医師会等との委託契約を検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、円滑な接種の実施のため、システムを活用して全国の医療機関と委託契約を結ぶ等、市

以外の市区町村における接種を可能にするよう取組を進める。〔保健衛生部〕 

○ 市は、速やかに接種できるよう、市医師会等の医療関係者や学校関係者等の協力を得て、接

種に携わる医療従事者等の体制や、接種の場所、接種の時期の周知・予約等の接種の具体

的な実施方法について準備を進める。〔市長直轄組織、保健衛生部、教育部〕 

  



 
ワクチン、治療薬・治療法 

60 

対策項目⑥ 

第２節 初動期 

【目的】 

準備期に計画した接種体制等を活用し、発生した新型インフルエンザ等に関する情報を速やかに収

集するとともに、国における必要なワクチンの確保・供給を踏まえた体制を構築し、速やかな予防接種へ

とつなげる。また、治療薬・治療法の研究開発については、臨床研究に協力する。 

 

【所要の対応】 

２-１ 感染症危機対応医薬品等を利用する基盤の整備 

○ 市は、国が医療機関や薬局に対して行う、治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬や抗ウ

イルス薬の適正使用の要請に協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が行う呼吸器感染症等の対症療法に用いる治療薬（解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗炎

症薬等の対症療法薬）の適正流通に係る指導に協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、治療薬の過剰な量の買い込みをしないよう国が行う医療機関等への指導に協力する。ま

た、市民に対し、治療薬の過剰な量の買い込みをしないよう注意喚起する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国が医療機関に対し、患者の同居者、医療従事者、救急隊員等、搬送従事者等に県

が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請することについて協力する。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、国と連携し、医療機関の協力のもと、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくば

く露した者に対して、必要に応じて県が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の予防投与や有

症時の対応を指導するとともに、症状が現れた場合は、感染症指定医療機関等への受診を案

内する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種の準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定している業務量

を大幅に上回る業務量が見込まれるため、組織・人事管理などを担う部署も関与した上で、全

庁的な実施体制の確保を行う。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、準備期に構築した接種体制に基づき、接種会場や接種に携わる医療従事者、接種に

必要な資材等を確保する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、予防接種を行うため必要があると認めるときは、国や県と連携し、医療関係者に対して必

要な協力を要請する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 接種に携わる医療従事者が不足する場合等においては、状況に応じて歯科医師、診療放射

線技師等に接種を行うよう医療機関等に要請することを検討する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

２-２ 予防接種体制 

（１） 特定接種 

○ 市は、接種体制を構築する登録事業者に対して、医療従事者の確保に向けて市医師会等

の調整が得られるよう必要な支援を行う。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑥ 

（２）住民接種 

○ 市は、接種を速やかに開始できるよう、接種予定数を把握する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種の勧奨方法や予約の受付方法について検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種に必要な資材等の確保に向けた調整を開始する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、業務の優先順位及び内容に応じて必要な人員を確保し配置する。 

〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、外部委託できる業務については積極的に外部委託するなど、業務負担の軽減策を検

討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会等の協力を得て、医療従事者を確保する。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、市医師会等関係団体機関と協議

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けら

れるよう庁内及び市医師会等と連携し、接種体制を構築する。〔福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、医療機関等以外の臨時の接種会場を設けることを想定して、医療従事者、医療機関

従事者以外の運営要員の確保を進めるとともに、必要な設備の整備等の手配を行う。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種会場での救急対応について検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染性産業廃棄物が運搬されるまでに保管する場所と収集の頻度や量等について、

法令の基準を遵守し、廃棄物処理業者と協議する。〔保健衛生部〕 

 

２-３ 情報提供・共有【治療薬・治療法】 

○ 市は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、市内の感染症の診療を行う医療機

関等を通じた臨床研究の実施に協力する。〔保健衛生部〕 

 

２-４ 抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合） 

○ 市は、国と連携し、医療機関の協力を得て、新型インフルエンザの患者の同居者等の濃厚接触

者や、医療従事者や救急隊員等のうち十分な防御なくばく露した者に対して、必要に応じて抗

インフルエンザウイルス薬の予防投与や有症時の対応を指導する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、予防投与を行った濃厚接触者がその後発症し、患者に該当した場合は、感染症指定医

療機関等への移送について手配する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が医療機関に対し、患者の同居者、医療従事者、救急隊員等、搬送従事者等に県

が備蓄している抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請することについて協力する。

〔保健衛生部〕 
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対策項目⑥ 

第３節 対応期 

【目的】 

市は、あらかじめ準備期に計画したワクチンの供給体制及び接種体制に基づき、ワクチンの接種を実

施する。また、実際のワクチンの供給量や医療従事者等の体制等を踏まえ関係者間で随時の調整を行

い、柔軟な運用が可能な体制を維持する。 

また、ワクチンを接種したことによる副反応等についても適切な情報収集・提供を行うとともに、健康被

害が発生した場合に備え、救済制度の周知に努める。 

 

【所要の対応】 

３-１ 感染症危機対応医薬品等を利用できる環境の整備 

○ 市は、国が医療機関や薬局に対して行う、治療に用いる新型インフルエンザ等の治療薬や抗イ

ンフルエンザウイルス薬の適正使用の要請に協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が行う呼吸器感染症の対症療法に用いる治療薬（解熱鎮痛薬、鎮咳薬、抗炎症

薬等の対症療法薬）の適正流通の指導に協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、治療薬の過剰な量の買い込みをしないよう国が行う医療機関等への指導に協力する。ま

た、市民に対し、治療薬の過剰な量の買い込みをしないよう注意喚起する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、地域における感染が拡大した場合は、患者の治療を優先することから、患者との濃厚接

触者（同居者を除く。）への抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を原則として見合わせるよ

う、国が医療機関に対して行う要請に協力する。〔保健衛生部〕 

 

３-２ 予防接種体制 

○ 市は、準備期及び初動期に構築した接種体制に基づき、予防接種を実施する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が公表するワクチンの接種回数等に関する情報を庁内及び関係者と共有する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、変異株の出現により追加接種が必要な場合においても混乱なく円滑に接種が進められる

よう、国や県と連携して接種体制を継続的に整備する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、ワクチンの流通、需要量及び供給状況を把握し、準備期に検討した内容に沿ってワクチ

ンを分配する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、厚生労働省からの要請を受けて、ワクチンの供給に滞りや偏在等が生じた場合は、県等と、

状況を把握したうえで、地域間の融通等を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、居住する市区町村以外においても予防接種が可能となるよう、全国の医療機関や市町

村、都道府県が締結する集合的な契約に参加するとともに、医療機関に参加を促す。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、ワクチンの在庫に余りが出る際は、県と連携し、無駄が出ないような対策を検討する。 

〔保健衛生部〕 

 

（１） 特定接種 

○ 市は、国や県と連携して、新型インフルエンザ等対策の実施に従事する職員に本人の同意を得

て特定接種を実施する。〔総務部、福祉部、保健衛生部、市立甲府病院〕 
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対策項目⑥ 

（２） 住民接種 

○ 市は、準備期及び初動期に整理した接種体制に基づき、県及び国と連携して具体的な接種

体制を確保する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、予約受付体制を構築し、接種を開始するに当たり、国から提供された接種に関する情報

を市民等へ提供、共有する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、接種会場における感染対策を図り、医学的ハイリスク者に対するワクチン接種については、

接種に係るリスク等も考慮し、予診及び副反応に関する情報提供をより慎重に行う。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、社会福祉施設等に入所中の者など、接種会場での接種が困難な者が接種を受けられる

よう、庁内や市医師会等の関係団体と連携し、接種体制を確保する。 

〔福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、予約受付体制を構築し、接種を開始する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国からの要請を受けて、国に対し、接種に関する情報提供・共有を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染状況を踏まえ、医療機関以外の接種会場の増設等を検討するほか、庁内部局や

市医師会等の関係団体と連携する。〔福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、地方公共団体間で接種履歴を確認し、接種誤りを防止し、接種を受けた者が当該接

種記録を閲覧できるよう、国が整備したシステムにより接種記録を適切に管理し、国からの要請

を受けて、国に対し接種に関する情報提供・共有を行う。〔保健衛生部〕 

 

３-３ 情報提供・共有、健康被害救済 

○ 市は、自らが実施する予防接種に関する情報（接種日程、会場、健康被害救済の申請方法

など）について、対象者へ周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、予防接種を受けるかどうかの判断を正しい情報に基づいて行えるよう、国から提供された

情報を、市民等へ周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、予防接種に係る疑問等の解消に資するため、必要に応じ相談窓口を設置する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、引き続き定期の予防接種の必要性等の周知に取り組む。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、特定接種（自ら実施主体となる予防接種に限る。）及び住民接種について、国により

予防接種との因果関係を否定できないと認定された健康被害を救済する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、治療薬・治療法の普及に伴う有効性及び安全性に関する情報を関係機関と共有し、治

療薬の副作用被害に対する救済措置を医療機関、市民等に周知する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、具体的な接種の進捗状況や、ワクチンの有効性・安全性に関する情報、相談窓口 

（コールセンター等）の連絡先など、接種に必要な情報を提供する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国が主導する治療薬・治療法の研究開発について、市内の感染症の診療を行う医療機

関等を通じた臨床研究の実施に協力する。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑦ 

第７章 医療 

第１節 準備期 

【目的】 

市は、平時から県が行う医療機関等を中心とした関係者を交えた県連携協議会等への参加、医療

機関等との合同訓練の実施を通じて、感染症有事の際の医療提供体制について準備と合意形成を図

るとともに、医療機関等が感染症有事に適切に対応を行えるよう支援を行う。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際、患者数の増大が予想されるため、地域の医療資源（医

療人材や病床等）には限界があることを踏まえつつ、県は平時において県予防計画及び県医療計画に

基づき、感染症有事における新型インフルエンザ等に対する医療提供体制及び通常医療の提供体制

の確保を行う。 

 

【所要の対応】 

１-１ 円滑な医療提供のための体制整備15 

○ 市は、新型インフルエンザ等に係る医療提供の司令塔となる県と、感染症有事の役割分担をあ

らかじめ整理し、県が整備する協定締結医療機関＊の確保病床数や稼働状況、病床使用率、

重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況、救急搬送困難事案数等の情報の把握に努める。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、県が整備する協定締結医療機関の病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の

提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する準備状況を確認する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、県とともに G-MIS を活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況（病床確保・発熱

外来等の措置内容、研修・訓練の実施状況、各物資の備蓄状況等）を関係者が把握する

体制を整備し、地域で有効利用できる仕組みを検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、医療機関によるゾーニング＊や個室・陰圧室＊等の準備状況を定期的に確認する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事における救急医療のひっ迫を回避するため、症状が軽微な場合には救急車

両の利用を控えることや#7119・#8000を利用することなど、平時から救急車の適正利用を促

進する。〔保健衛生部、消防本部〕 

 

１-２ 医療において特に配慮が必要な者に関する医療提供体制の確保16 

○ 市は、県が行う、妊産婦、小児、透析患者、精神疾患を有する患者、障害児者等の医療にお

いて、特に配慮が必要な患者の特性に応じた受入れ医療機関及び病床の確保、関係機関等

との連携体制の確保情報を把握する。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

  

 
15 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、一般医療機関での患者受け入れが早期から可能になるよう、県

と連携し、体制を整えていく必要があることが課題として挙げられた。 
16 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、平時から関係医療機関との連携強化を図る必要性や、精神疾

患等慢性疾患がある方の受診や入院調整が難しく、また入院以外の療養体制の整備も困難であったことが課題として挙

げられた。 



 
医療 

 

65 

対策項目⑦ 

○ 市は、医療において特に配慮が必要な患者の医療にひっ迫が生じる場合に備え、広域的な移

送や他の疾患の傷病者の搬送手段等について、消防本部、患者等搬送事業者等との間で平

時から協議を行う。〔保健衛生部、消防本部〕 

 

１-３ 関係機関による連携の推進17 

○ 市は、県連携協議会等を活用し、次の事項について把握する。〔保健衛生部〕 

 相談・受診から入退院までの流れ 

 入院調整の具体的運用 

 医療人材の確保の手順 

 患者及び症状が回復した者の移動手段、発熱患者の外来受診の手段の確保・高齢者施

設等への医療人材の派遣、重症者への対応 

 集団感染が発生した場合の医療の提供 

 役割に応じた重層的な移送体制の確保 

 自らが移動手段を持たない発熱患者の発熱外来への受診手段の確保 

 その他医療提供体制の確保に必要な事項 

○ 市は感染症指定医療機関、協定締結医療機関等の関係施設や関係者による市保健所対

策検討部会において、平時から感染症有事における市民等に対する必要な医療の提供に関す

る検討等を行い準備を進める。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症法の規定に基づく県の総合調整権限による医療提供体制の確保について県から

情報提供を受ける。〔保健衛生部〕 

 

１-４ 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等 

○ 市は、新型インフルエンザ等への対応力を向上し、感染症有事における対応体制に円滑に移行

できるようにするため、平時から感染症有事に備えた訓練や研修を行う。 

〔総務部、保健衛生部、市立甲府病院、消防本部〕 

  

 
17  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、感染症病棟のマニュアルは作成されていたものの、パンデミック発

生後に振り返ると感染者受入れの実際に即していない面があったことが課題として挙げられた。 
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対策項目⑦ 

第２節 初動期 

【目的】 

新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症が発生した場合は、感染症危機から市

民の生命及び健康を守るため、県と協力して適切な医療提供体制を確保する。 

また、市は、地域の医療提供体制の確保状況を常に把握するとともに、管内の医療機関や市民等に

対して、感染したおそれのある者については市相談センターを通じて感染症指定医療機関の受診につな

げる等の適切な医療を提供するための情報や方針を示す。 

 

【所要の対応】 

２-１ 新たな感染症に関する知見の共有等 

○ 市は、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症の発生状況、感染症の特

徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）

を含む診断・治療に関する情報、症例定義等を庁内関係部局、医療機関、高齢者施設等、

消防本部、市民等に周知する。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、市立甲府病院、消防本部〕 

○ 市は、国・県及び JIHS が行うリスク評価を踏まえ、庁内各課の役割の確認など必要な準備に

着手する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-２ 医療提供体制の確保 

○ 市は、国からの要請を受けて、発生国・地域からの帰国者等や有症状者等からの相談を受け、

必要に応じて、感染症指定医療機関の受診につなげる市相談センターの整備を速やかに行う。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、国からの要請を受けて、症例定義に該当する有症状者等は、市相談センターに相談する

よう、市民等に周知を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、有症状者等からの相談に対応する市相談センターを整備し、市民等への周知を行い、 

感染したおそれのある者について、必要に応じて感染症指定医療機関の受診につなげる。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性がある感染症の症例定義に当てはまる 

患者を診察したときは、直ちに保健所に連絡するよう医療機関へ要請する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、地域の医療提供体制や医療機関への受診の方法を市民等に周知するとともに、救急医

療のひっ迫を回避するため、症状が軽微な場合には救急車両の利用を控えることや#7119・

#8000 を利用することなど、救急車の適正利用を促進する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院、消防本部〕 

 

２-３ 関係機関による連携の強化 

○ 市は、県連携協議会等を活用し、他市町村、協定締結医療機関、関係機関・関係団体との

連携を更に強化するとともに、通常医療、救急医療及び感染症医療の提供状況、後方支援

の状況、ひっ迫状況又は最新の感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）などについて随時確認する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 
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対策項目⑦ 

第３節 対応期 

【目的】 

新型インフルエンザ等が発生した場合は、全国的かつ急速にまん延し、市民の生命及び健康に重大

な影響を与えるおそれがある。健康被害を最小限にとどめ、市民が安心して生活を送ることができるよう、

県と協力して適切な医療提供体制を確保し、新型インフルエンザ等の患者及びその他の患者に必要な

医療を提供する。 

 

【所要の対応】 

３-１ 医療に関する対応18 

【体制の確保】 

○ 市は、確保病床数・稼働状況、病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況、個人

防護具の備蓄・配置状況その他の事項について、感染症指定医療機関及び協定締結医療機

関の G-MIS への入力状況を確認する。〔保健衛生部〕 

○ 県が、感染症対策物資等＊が不足する医療機関に対し、県が備蓄する物資から必要な量を供

給することを、市は医療機関に周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、必要に応じ民間搬送事業者等と連携して、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症

状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、対応の時期に応じて、患者の

自宅、発熱外来、入院医療機関、宿泊療養施設等の間での移送・搬送・移動手段を確保す

る。〔保健衛生部、消防本部〕 

○ 市は、症状が軽微な場合には救急車両の利用を控えるといった市民への救急車の適正利用や、

#7119・#8000 の利用の促進により救急搬送・救急医療提供体制の維持を図る。 

〔保健衛生部、市立甲府病院、消防本部〕 

○ 市は、必要に応じて医療従事者のメンタルヘルス支援等を実施する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、症例定義を踏まえ、新型インフルエンザ等の患者等を診断したときは、直ちに保健所へ

NESID 入力を基本として、届け出るよう医療機関へ要請する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等の患者等を入院医療機関へ移送し、消防本部は、準備期に整理

した役割分担に基づき移送に協力する。〔保健衛生部、市立甲府病院、消防本部〕 

○ 市は、国からの要請を受けて、帰国者等、接触者、有症状者等からの受診先となる発熱外来

の案内などを行う市相談センターの強化を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、有症状者が市相談センターを通じて、発熱外来を受診するよう、市民等に周知を行う。

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

  

 
18 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、市相談センターの人員強化の検討の必要性が課題として挙げら

れた。 
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対策項目⑦ 

【入院・療養先の調整】 

○ 市は、県が感染状況や広域調整の必要性等を勘案し、入院調整を一元化する際は、入院調

整が円滑に行われるよう協力する。〔保健衛生部〕 

○ 県が、感染症の流行状況に応じて保健所単位での入院調整に移行するとした時は、保健所に

おいて入院調整を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国や県が随時更新する症例定義や入退院基準、濃厚接触者の基準等を参考に、地域

の感染状況や医療提供の状況等を踏まえ、医療機関への入院、宿泊療養、自宅療養等の調

整を実施する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-２ 流行初期期間経過後 

○ 市は、自宅療養及び宿泊療養等においてパルスオキシメータによる経皮的酸素飽和度の測定

等を行い、患者の病状を把握するための体制を確保する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、市相談センターを通じた発熱外来の受診につなげる仕組みから、有症状者が発熱外来を

直接受診する仕組みに変更することに対応し、発熱外来の一覧等公表を含め、市民等へ周知

する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、新型インフルエンザ等への対応力の高まりなどを踏まえ、感染症以外の疾患

にかかる健康診断・検診や受診を控えることがないよう普及啓発を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目⑧ 

第８章 検査 

第１節 準備期 

【目的】 

検査の目的は、患者の早期発見によるまん延防止、患者を診断し早期に治療につなげること及び流

行の実態を把握することである。 

準備期では、新型インフルエンザ等の発生時に向けた検査体制の整備や、そのために必要な人材の

養成を進めるとともに、感染症有事において円滑に検査体制を構築するための訓練等で実効性を定期

的に確認し、適切に市予防計画に基づく検査体制の見直しを行うことが必要である。 

また、検査体制の整備においては、県衛生環境研究所のほか、民間検査機関、医療機関、研究機

関及び流通事業者等との連携により、国が整理する役割分担に関する事項を関係者と共有し、迅速に

検査体制の構築につなげるための準備を行う。 

 

【所要の対応】 

１-１ 検査体制の整備 

○ 市は、市予防計画に基づき、県衛生環境研究所、検査措置協定＊締結機関等（医療措置

協定を締結したことにより検査措置協定を締結したものとみなす医療機関を含む。以下同じ。）

による検査体制・検査実施能力の確保状況について訓練等で定期的に確認するとともに、感

染症法の規定に基づき、確保状況について毎年度国へ報告する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事の際の検査体制の整備に当たっては、検査措置協定締結機関等からの相

談等への対応を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事の際に検査を実施する県衛生環境研究所、民間検査機関、医療機関、

研究機関及び流通事業者等において、国が整理する役割分担に関する事項を関係者と共有

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、医療機関等において、検体の採取のみを行った場合に、検査実施機関へ迅速に検体の

搬送を行えるよう、準備期から体制の整備に努める。〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

１-２ 研修・訓練を通じた検査体制の維持・強化 

○ 市は、県衛生環境研究所及び検査措置協定締結機関等と平時から協力し、感染症有事の

際に検体の搬送・輸送が滞りなく行われるよう研修や訓練を通して確認する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事において、速やかに体制を移行するため、保健所に限らない部署横断的な

研修・訓練や関係機関（県、県型保健所、県衛生環境研究所等）と連携した訓練を行う。

〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、本部機能の立上げから検査終了までの一連の流れを通し、検体搬送の体制の確認を行

うとともに、検査機関の連絡窓口等の確認を行う。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑧ 

１-３ 検査実施方針の共有 

○ 市は、検査措置協定を締結した機関に対し、検査実施機関名、検査実施可能数、検査実施

数・検査結果（陽性数等）等の情報を効率的に収集し、管内の状況を把握することに努め、

厚生労働省が整備する仕組みを活用し、電磁的な方法を活用して収集・報告を行う。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、県と連携し、新型インフルエンザ等の発生時の流行状況、医療提供体制の状況と検査

実施能力、県が行う感染対策の措置の内容、程度等の様々な観点を考慮し、検査の目的に

応じ、それぞれの検査方法をどのような対象者に対して行うかなどについて、関係機関と協議する。

〔保健衛生部〕 

 

１-４ 研究開発への協力 

○ 市は、国が進める検査診断技術の研究開発や大学等研究機関との連携・ネットワークの体制

強化に協力することに努める。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国・JIHS が主導する感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や検査診断技術の

研究開発について、治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛けるなど、

その臨床研究の実施に協力する。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑧ 

第２節 初動期 

【目的】 

市内での新型インフルエンザ等の発生時に、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適

切な医療提供につなげ、患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把握し、新型インフル

エンザ等による個人及び社会への影響を最小限にとどめる。 

 

【所要の対応】 

２-１ 検査体制拡充の準備 

○ 市は、国からの要請を受けて、市予防計画に基づき、流行初期の目標検査実施数を迅速に確

保できるよう、県衛生環境研究所や検査措置協定締結機関等における検査体制の充実・強

化に係る検査実施能力の確保状況の確認を含め、検査体制を整備する。また、検査実施能

力の確保状況について国へ報告する。〔保健衛生部〕 

 

２-２ 検査手法の確立・普及 

○ 市は、国から最適で汎用性が高いと示された検査方法を検査措置協定締結機関等に周知す

る。〔保健衛生部〕 

○ 市は、薬事承認を受けた診断薬・検査機器等に関し、国から提供された情報を医療機関等と

共有する。〔保健衛生部〕 

 

２-３ 検査体制の維持 

○ 市は、検査措置協定機関を含む検査実施機関の検査実施能力を把握するとともに、民間検

査機関や医療機関に対して PCR 検査＊機器等の整備が確保できるよう支援し、検査実施能

力を強化し、感染拡大時の検査需要に対応できるよう努める。〔保健衛生部〕 

 

２-４ 検査方法の精度管理、妥当性の評価 

○ 市は、県衛生環境研究所の協力を得て、病原体の適正な管理や検査の精度管理を行い、病

原体検査の信頼性を確保するよう努める。〔保健衛生部〕 

 

２-５ 検査実施方針の共有 

○ 市は、国が行う感染症のリスク評価と検査実施の方針の検討に協力するとともに、国が示す検

査実施の方針等に関する情報を市民に分かりやすく提供・共有する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国民生活を維持することを目的として検査を利活用することに関する国の方針に基づき、

市民の生活・経済に及ぼす影響の最小化等に資する施策を検討・実施する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-６ 検査診断技術の確立と普及 

○ 市は、国・JIHS が進める検査診断技術の研究開発と評価に協力するとともに、国が示す各種

検査方法の指針を検査措置協定締結機関等と共有する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国・JIHS が主導する感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や検査診断技術の

研究開発について、治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛けるなど、

その臨床研究の実施に協力する。〔保健衛生部〕 



 
検査 

72 

対策項目⑧ 

第３節 対応期 

【目的】 

初動期に引き続き、適切な検査の実施により患者を早期発見することで、適切な医療提供につなげ、

患者等からの感染拡大を防止するとともに、流行状況を把握し、新型インフルエンザ等による個人及び

社会への影響を最小限にとどめる。また、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体

の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）の変化、感染症の流行状況の変化、検査の特徴等も

踏まえつつ、社会経済活動の回復や維持を図る。 

 

【所要の対応】 

３-１ 検査体制の確保・見直し19 

○ 市は、市予防計画に基づき、県衛生環境研究所又は検査措置協定締結機関等における検

査実施能力の拡充・強化にかかる確保状況及び検査実施数を随時確認し、定期的に国へ報

告する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症対策上の必要性、県衛生環境研究所や検査措置協定締結機関等における検

査体制等や国や県の方針を踏まえ、地域の実情に応じて検査の実施範囲を判断する。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、国や県が決定した検査実施方針や地域の流行状況等の実情を踏まえ、市予防計画に

基づき発熱外来数の増加に合わせて検査体制を拡充する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、検査需要に応じ、検査体制を拡充するために必要となる予算及び人員を随時見直すとと

もに、必要に応じて検査措置協定締結機関等以外の民間検査機関や医療機関に協力を要

請し、十分な検査体制を確保する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、

薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場合には、地域の

実情や県衛生環境研究所の業務負担等を踏まえて、県と共に検査体制の見直しを適時適切

に行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、必要に応じて検体や病原体の輸送に係る委託契約を運送事業者と締結する。 

〔保健衛生部〕 

 

３-２ 検査精度の維持管理 

○ 市は、薬事承認を受けた診断薬・検査機器等に関し国から提供された情報を医療機関等と共

有し、円滑に活用できるよう体制を整備する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、薬事承認を受けていない検査方法が活用されている場合は、国の方針に基づき必要な

指導を実施する。〔保健衛生部〕 

 

 

 

 

 

 
19 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、PCR 検査について検査対応能力を早期から整えておく必要性が

課題として挙げられた。 
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対策項目⑧ 

３-３ 検査実施方針の共有 

○ 市は、国からより安全性が高い検査方法や検体採取方法が開発された場合は、これらの手法

を医療機関等へ周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が行う感染症リスク評価と検査実施の方針の検討に協力し、流行状況やリスク評価に

基づき、検査の目的や検査体制、検査実施の方針等に関する情報を市民に分かりやすく提

供・共有する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が見直す検査実施の方針に沿って適切に対応する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が段階的に見直す検査実施の方針を関係機関に周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国民生活・国民経済との両立を目的とした検査の利活用に関する国の方針を踏まえ、簡

易な抗原検査キット＊の利活用など市民の生活・経済に及ぼす影響の最小化等に資する検査

を検討し実施する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国により無症状病原体保有者＊への検査が必要と判断された場合は、検査対象者等を

関係機関へ周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国の基本的対処方針や検査実施の方針を踏まえ、高齢者施設等において抗原検査キ

ットを用いて検査を行うことが新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止のために有

効であると判断されるときは、当該検査キットによる検査が円滑に行われるよう努める。 

〔福祉部、保健衛生部〕 

 

３-４ 検査診断技術の確立と普及 

○ 市は、国・JIHS が主導する感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性

状（病原性、感染性、薬剤感受性等）等を明らかにするための調査研究や検査診断技術の

研究開発について、治験体制を整えることが可能な医療機関に治験への参加を呼び掛けるなど、

その臨床研究の実施に協力する。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

第９章 保健 

第１節 準備期 

【目的】 

保健所は地域における情報収集・分析を実施し、それぞれの地域の実情に応じた感染症対策の実

施を担う点で、感染症危機時の中核となる存在である。そのため、感染症有事体制を構成する人員の

確保、及び研修・訓練等により感染症に対応できる人材を養成し、実効性のある体制づくりを行う。 

 

【所要の対応】 

１-１ 保健の分野における体制の整備 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生公表から１か月間において想定される保健所の業務量に対

応するため、感染症有事体制を構成する２７人体制及び８９人体制を確保できるよう準備し、

人員確保数及び IHEAT 要員の確保数を毎年度確認する。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、保健所における交替要員も含めた人員体制、設備等を整備するとともに、感染症対応

業務に従事する職員等のメンタルヘルス支援等の必要な対策を実施する。 

〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は県とともに、G-MIS を活用し、協定締結医療機関の協定の準備状況（病床確保・発熱

外来等の措置内容、研修・訓練の実施状況、各物資の備蓄状況等）を関係者が把握する

体制を整備し、地域で有効利用できる仕組みを検討する。〔保健衛生部〕 

○ 市は県とともに、感染経路の特定、濃厚接触者の把握等に係る積極的疫学調査、病原体の

収集及び分析等の専門的業務を適切に実施するために、感染症がまん延した際の情報量と業

務量の増大を想定し、NESID を活用した効率的な情報集約や柔軟な業務配分、連携・調整

の仕組みを構築する。〔保健衛生部〕 

○ 市は県とともに、NESIDを活用し、感染症指定医療機関及び協定締結医療機関が患者情報

を円滑に共有できる体制を整備する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事体制に円滑に移行できるよう、優先的に取り組むべき業務を継続するための

体制を定めた事業継続計画（BCP）を策定する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に当たっては、感染症有事における業務を整理するとともに、

感染症有事に円滑に事業継続計画（ＢＣＰ）に基づく業務体制に移行できるよう、平時から

ICT や外部委託の活用等により、業務の効率化を図る。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、関係部局〕 

○ 市は、平時から新型インフルエンザ等の発生等に備えた準備を計画的に進めるため、市対処計

画に基づき、想定した業務量に対応するための人員の確保、研修・訓練の実施等に取り組む。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、県感染症指定医療機関及び医療措置協定締結医療機関等とともに研修や訓練等を

実施し、円滑な患者情報の共有・患者管理等の連携強化に取り組む。〔保健衛生部〕 

○ 市は、県衛生環境研究所と連携し、検体搬送から検査の実施に係る手順を確認するとともに、

発熱外来を設置する病院や診療所に対して必要な情報が提供できるよう体制を整備する。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、平時から NESID 等の ICT の活用等により業務の効率化を図る。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

１-２ 研修・訓練等による実効性のある体制づくり 

○ 市は、感染症に対応できる人材を養成するため、保健所の感染症有事体制を構成する職員が

参加する研修・訓練を、毎年実施する。訓練においては、初動対応（外部人材も含んだ参集、

チームビルディング、指揮命令系統の確立等）の訓練、感染症業務訓練（相談対応、積極

的疫学調査、移送、検体搬送、個人防護具着脱等の実技等）、情報連絡訓練、ICT 利活

用に関する訓練等を行う。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、速やかに感染症有事体制に移行できるよう、県等が行う研修・訓練に参加し、感染症危

機に適切に対応する職員の資質向上を図る。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国立保健医療科学院や JIHS 等で実施される研修会等に、職員を参加させる。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、市の支援を行う IHEAT 要員に対し、実践的な訓練を含む研修を、年１回以上実施す

る。〔保健衛生部〕 

 

１-３ 外部の専門職（IHEAT 等）等の活用 

○ 市は、IHEAT の運用の主体として、IHEAT 要員の確保、名簿管理、研修を行う。また、所属

先がある IHEAT 要員については、支援が円滑に実施されるよう所属機関との調整等を行う。更

に保健所における受入体制が整備されるよう人員や財源の確保、マニュアルの整備等必要な支

援を行う。〔保健衛生部〕 

○ 市は、IHEAT要員に関する募集や広報を、特に、地域における外部の専門職や保健所を退職

した者等の行政機関での勤務経験者等に対し積極的に行う。〔保健衛生部〕 

 

１-４ 保健の分野での連携体制の構築 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、市連携会議等を活用し、平時から医療関係者・地

域福祉関係者・県衛生環境研究所・消防本部・関係部局等と意見交換や必要な調整を通じ

連携を強化する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、県連携協議会等を活用し、次の事項について把握する。〔保健衛生部〕 

 相談・受診から入退院までの流れ 

 入院調整の具体的運用 

 医療人材の確保の手順 

 患者及び症状が回復した者の移動手段、発熱患者の外来受診の手段の確保 

 高齢者施設等への医療人材の派遣、重症者への対応 

 集団感染が発生した場合の医療の提供・役割に応じた重層的な移送体制の確保 

 自らが移動手段を持たない発熱患者の発熱外来への受診手段の確保 

 その他医療提供体制の確保に必要な事項 

○ 市は、感染症有事においても、福祉ニーズのある者へサービスが継続的に提供されるよう、介護・

障害福祉サービス事業所等との連携強化に努めるとともに対応力向上のための研修を実施する。

〔福祉部、保健衛生部〕 

○ 市は、県の支援を受け、県からの協力の求めに応じ市が行う自宅療養者に対する健康観察及

び生活支援の実施体制を整備する。〔保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

○ 市は県と連携し積極的疫学調査の実施、感染の拡大及びまん延の防止、患者に適切な医療

を提供する体制の確保、市民への正しい知識の普及啓発等の対応を迅速かつ的確に講じるた

め、平時から医療機関や専門職能団体等の関係機関との情報共有や連携強化を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部、市立甲府病院〕 

○ 市は、平時から、地域の感染症危機管理対応専門人材＊と連携し、地域の感染状況等の情

報を共有するためのツールを活用し、ネットワーク（人材・情報）を構築する。 

〔保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

第２節 初動期 

【目的】 

初動期は住民等が不安を感じ始める時期であり、初動期から迅速に準備を進めることが重要である。 

市が定める市予防計画並びに市対処計画等に基づき、保健所が、感染症有事体制への移行準備

を進め、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表後に迅速に対応できるようにする。 

 

【所要の対応】 

２-１ 感染症有事体制への移行準備 

○ 市は、国からの要請や助言も踏まえ、市予防計画に基づく保健所の感染症有事体制への移行

の準備状況を適時適切に把握し、必要に応じて、発生の公表に備えた次の対応に係る準備を

行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 医師の届出等で患者を把握した場合の患者等への対応（入院勧告、措置や積極的疫学

調査等）や患者の同居者等の濃厚接触者への対応（外出自粛の要請、健康観察、有症

時の対応等） 

 積極的疫学調査等によるクラスター（集団感染）への対応 

 IHEAT 要員に対する地域保健対策に係る業務に従事すること等の要請 

 感染拡大時における業務の一元化や外部委託等による保健所の業務効率化 

 県衛生環境研究所等、医療機関、検査等措置協定を締結している民間検査機関等の検

査体制の迅速な整備 

○ 市は、保健所への応援職員の配置を進める中で、IHEAT 要員等に対する応援要請など、交

替要員を含めた人員の確保の準備を進める。〔総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、県が進める感染症指定医療機関における感染症患者の受入体制の確保及び入院調

整に係る体制構築、相談・受診から入退院までの流れの整備に協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、保健所において、市対処計画に基づき、感染症有事体制を構成する職員等の参集や

受援に向けた準備、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病

原性、感染性、薬剤感受性等）などを踏まえた必要な物資・資機材の調達の準備等の感染

症有事体制への移行の準備を進める。〔保健衛生部〕 

○ 市は、感染症有事体制への移行準備を進めるため、次の内容を確認する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 事業継続計画の内容及び記載されている、感染症有事において縮小・延期することを検討

することとされている業務 

 県連携協議会等において、協議整理を行った入院調整の方法、検査体制・実施方針、検

体搬送・患者移送・救急体制 

 各業務（相談対応・検査等）の実施体制の構築手順（一元化や外部委託の手順を含

む。） 
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対策項目⑨ 

２-２ 市相談センターの整備 

○ 市は、国の要請に基づき市相談センターを保健所に設置し、発生国・地域からの帰国者等や有

症状者等に対して、必要に応じて適時に感染症指定医療機関への受診につながるよう周知す

る。〔保健衛生部〕 

○ 市が保健所に設置する市相談センターでは、相談者の行動歴や症状に応じた医療機関を案内

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、市民等に対し、新型インフルエンザ等の感染を疑う行動歴や症状がある場合は、市が保

健所に設置する市相談センターへ相談するよう周知する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、市相談センター業務の外部委託の検討に着手する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

２-３ 発生公表前に感染症が確認された場合の対応 

○ 市は、疑似症サーベイランス等により、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生の公表前に疑

似症患者が発生したことを把握した場合は、保健所等において、当該者に対して積極的疫学

調査及び検体採取を実施するとともに、感染症のまん延を防止するため、必要に応じて感染症

指定医療機関への入院について協力を求める。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国からの通知があった時は、速やかに管内の医療機関に対して、暫定症例定義に該当す

る患者を診察した場合は疑似症の届出を行うよう周知する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、管内の医療機関からの疑似症の届出により、疑似症患者を把握した時は、直ちに国に

報告するとともに、当該医療機関への検体提出の要請あるいは保健所における検体採取により、

検体を確保する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、疑似症の届出に関して報告をした際、国からの検体提出の要請があった場合には、それ

に応じて検体を送付する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、疑似症患者を把握した場合、国や県と連携し、JIHS が示す指針等に基づき、当該患者

に対して積極的疫学調査を行う。また、感染が確認された場合の市民への情報提供・共有、リ

スクコミュニケーションにおいても、互いに連携して対応するとともに、市民等からのニーズ、リスクの

認知とまん延防止への寄与、個人が特定されることのリスク等を総合的に勘案して、個人情報や

プライバシーの保護に留意しつつ、対応する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

第３節 対応期 

【目的】 

新型インフルエンザ等の発生時に、市が定める市予防計画並びに市対処計画や準備期に整理した

関係機関及び専門職能団体等との役割分担・連携体制に基づき、市が求められる業務に必要な体制

を確保してそれぞれの役割を果たすとともに、地域の関係機関が連携して感染症危機に対応することで、

市民の生命及び健康を保護する。 

 

【所要の対応】 

３-１ 流行初期における保健の対応20 

（１）迅速な感染症対応体制の確立 

○ 市は、市予防計画及び市対処計画に基づき、新型インフルエンザ等の発生公表後１か月の

業務量に対応できる感染症有事体制を速やかに確立し、感染症有事体制を構成する職員

等の参集、必要な物資・資機材の調達等を実施する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、交替要員を含めた人員の確保のため、必要に応じて、応援職員の配置、IHEAT要員

等に対する応援の要請により、保健所の人員体制を確保する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、保健所等の業務の負担が増大した際には、必要に応じて、県に広域派遣の調整を依

頼する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、地域の感染状況により、必要に応じて、JIHS に実地疫学の専門家等の派遣を要請

する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、国が整備した NESID 等の ICT ツールの活用や県での業務の一元化・外部委託等に

より、保健所における業務の効率化を推進する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、準備期に整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき、関係機関と連携し

て疫学調査や健康観察等の感染症対応業務を実施する。〔保健衛生部〕 

 

（２）市相談センターによる受診相談 

○ 市は、有症状者等からの相談に対応する市相談センターの回線や人員を強化し、感染した

おそれのある者について、当該者の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク等を踏まえて、

必要に応じて速やかに発熱外来を案内し、受診を勧奨する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、市相談センターの運営に当たっては、業務効率化のため、速やかに外部委託等を検討

し、実施する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

（３）積極的疫学調査 

○ 市は、感染源の推定や濃厚接触者等の特定を行うため、保健所において、感染者又は感染

者が属する集団に対して、JIHS が示す指針等に基づき積極的疫学調査を行う。 

〔保健衛生部〕 

○ 市は、保育所等、学校等、高齢者施設等において、新型インフルエンザ等のクラスターが発生

したときは、積極的疫学調査を実施するとともに、必要に応じて検査を実施する。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、子ども未来部、教育部〕 

○ 市は、クラスターが発生している施設等の要請があり、保健所が感染拡大防止のために必要

と認めたときは、県に YCAT＊の派遣を要請する。〔保健衛生部〕 

 
20  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、外国人の言語対応を含め、健康観察体制、自宅サービス利用

者の支援体制を整備しておく必要があることが課題として挙げられた。 
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対策項目⑨ 

（４）入院勧告・措置、入院調整、宿泊療養の調整及び移送 

○ 市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握した場合は、医師が判断

した当該患者等の症状の程度や基礎疾患等の重症化リスク、感染症の特徴（感染経路、

潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）や流行状況

等を踏まえて、速やかに療養先を判断し、県に入院又は宿泊療養の調整を依頼する。その結

果により入院勧告・措置及び入院又は宿泊療養を行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）等が明らかでない場合は、得られた知見を踏まえた対応について、必要

に応じ国・JIHS へ協議・相談し、その結果を踏まえて対応する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、入院する医療機関への移送や外出自粛対象者等の宿泊療養施設への移動に当たっ

ては、必要に応じて民間の搬送事業者への委託を検討する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

（５）外出自粛の協力要請・健康観察 

○ 市は、医師からの届出により新型インフルエンザ等の患者等を把握し、医師が判断した当該

患者等の症状の程度、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況等を勘案し、当該患者等に対して宿泊

療養施設で療養するよう協力を求める場合は、当該患者等に対して外出自粛の要請や就

業制限、健康観察を行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、軽症の患者又は無症状病原体保有者や濃厚接触者への健康観察について、

NESID の健康状態の報告機能を活用し、保健所の業務効率化・負荷軽減を図る。 

〔保健衛生部〕 

 

３-２ 流行初期期間経過後における保健の対応 

（１）流行状況や業務の負荷に応じた体制の見直し 

○ 市は、引き続き、感染症に対応する体制を維持するとともに、必要に応じて、交替要員を含

めた人員の確保のため、応援職員の配置、IHEAT 要員等に対する応援を要請する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、引き続き、有症状者等からの相談に対応する市相談センターを運営し、感染したおそ

れのある者について、速やかに発熱外来の受診につなげ、周知する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、引き続き、保健所で業務のひっ迫が見込まれる場合には、県での業務の一元化の要

請や外部委託等による業務効率化を進める。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、引き続き、保健所等の業務の負担が増大した際には、必要に応じて、県に広域派遣

の調整を依頼する。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、引き続き、地域の感染状況により、必要に応じて、JIHS に実地疫学の専門家等の派

遣を要請する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、保健所等において行う感染症対応業務について、流行初期から引き続き、準備期に

整備・整理した組織・業務体制や役割分担等に基づき関係機関と連携して行う。 

〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 
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対策項目⑨ 

○ 市は、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）、感染状況等を踏まえて国から対応方針の変更が示された場合は、

地域の実情や、保健所の業務負荷等も踏まえて保健所の人員体制の見直し、感染症対応

業務の対応の変更を行う。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、症状等）や病原体の性状（病原性、感染

性、薬剤感受性等）、流行状況、保健所における業務負荷を勘案し、国が示す方針も踏

まえながら、地域の実情に応じて積極的疫学調査の対象範囲や調査項目を見直す。 

〔保健衛生部〕 

 

（２）自宅療養 

○ 市は、国の基本的対処方針等の変更を踏まえ、自宅療養の運用を開始する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、医師が判断した当該患者等の症状の程度、感染症の特徴（感染経路、潜伏期間、

症状等）や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行状況等を勘案した

上で、患者等に対して自宅療養するよう協力を求める場合は、当該患者等に対して外出自

粛の要請や就業制限、健康観察を行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、自宅療養の運用に当たっては、県が準備期に整備した医療提供体制に基づき実施す

るとともに、県の支援を得て健康観察、日常生活を営むために必要な地域保健、福祉サービ

スなどの提供及び生活物資を配付する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、関係機関と連携し、自宅療養の対象となった患者等への食料品・日用品の支給、要

配慮者への食事の提供、当該患者等又は市から外出自粛を求められた濃厚接触者が日常

生活を営むために必要な地域保健、福祉サービスなどサービスの提供を行うほか、県と連携し

た要配慮者の健康観察、健康観察に使用するパルスオキシメータ等の配布を行う。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

 

３-３ 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の対応 

○ 市は、国からの感染症有事体制等の段階的な縮小の要請及び地域の実情に応じ、保健所に

おける感染症有事の体制等の段階的な縮小について検討し実施する。 

〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、特措法によらない医療提供体制や基本的な感染症対策への移行に伴い留意すべき点

（医療提供体制や感染対策の見直し等）及び保健所での対応の縮小について、市民・事業

者等に対し丁寧に説明する。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 
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対策項目⑩ 

第 10 章 物資 

第１節 準備期 

【目的】 

感染症対策物資等は、感染症有事に医療、検査等を円滑に実施するために欠かせないものである。

そのため、市は、感染症対策物資等の備蓄の推進等の必要な準備を適切に行うことにより、感染症有

事に必要な感染症対策物資等が確保できるようにする。 

 

【所要の対応】 

１-１ 感染症対策物資等の備蓄等21 

○ 市は、必要な医薬品、個人防護具等の感染症対策物資等を備蓄し、定期的に確認する。な

お、この備蓄については、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条の規定に

よる物資及び資材の備蓄と相互に兼ねる。〔市長直轄組織、保健衛生部、市立甲府病院〕 

  

 
21  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、個人防護具等の在庫の積み増しは製品劣化等により無駄にな

ってしまうことや財政面や保管スペースの問題もあり積極的な対応は行っていなかったことが課題として挙げられた。 
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対策項目⑩ 

第２節 初動期 

【目的】 

感染症対策物資等の不足により、医療、検査等の実施が滞り、市民の生命及び健康への影響が生

じることを防ぐことが重要である。市は、感染症対策物資等の需給状況の確認等を適切に行うことにより、

感染症有事に必要な感染症対策物資等を確保する。 

 

【所要の対応】 

２-１ 備蓄状況等の確認 

○ 医療機関は、その機能を維持するために必要な物資の備蓄状況等を確認する。 

〔保健衛生部、市立甲府病院〕 

 

２-２ 円滑な供給に向けた準備 

○ 市は、感染症対策物資等の不足が見込まれる場合等は、県と連携しながら、必要量の確保に

努める。〔市長直轄組織、市立甲府病院〕 

 



 
物資 

84 

対策項目⑩ 

第３節 対応期 

【目的】 

初動期に引き続き、感染症対策物資等の需給状況の確認等を適切に行うことにより、感染症有事

に必要な感染症対策物資等を確保する。 

 

【所要の対応】 

３-１ 備蓄状況等の確認22 

○ 市立甲府病院は、医療の提供に必要な感染症対策物資等の備蓄、配置状況等を適宜確認

する。〔市立甲府病院〕 

○ 市立甲府病院は、新型インフルエンザ等の特徴も踏まえた必要な感染症対策物資等の備蓄・

配置状況を G-MIS に随時入力する。〔市立甲府病院〕 

 

３-２ 供給に関する相互協力 

○ 市は、新型インフルエンザ等緊急事態＊において、その備蓄する物資又は資材が不足し、緊急

事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、県に対し、それぞれ必要

な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請する。〔市長直轄組織〕 

 

 
22 改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、新型コロナの第 1 波が終わった後も個人防護具の調達には苦慮

したことが課題として挙げられた。 
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対策項目⑪ 

第 11 章 市民生活・経済の安定の確保 

第１節 準備期 

【目的】 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、新型インフルエンザ

等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により、市民生活及び社会経済活動に大き

な影響が及ぶ可能性がある。市は、自ら必要な準備を行いながら、事業者や市民等に対し、適切な情

報提供・共有を行い、必要な準備を行うことを勧奨する。これらの必要な準備を行うことで、新型インフル

エンザ等の発生時に市民生活及び社会経済活動の安定を確保するための体制及び環境を整備する。 

 

【所要の対応】 

１-１ 情報共有体制の整備 

○ 市は、新型インフルエンザ等の発生時に、市民生活及び社会経済活動への影響に関する情報

収集を行うため、業界団体を所管している庁内所属において窓口となる担当者を定める。 

〔市長直轄組織、関係部局〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たり、関係機関との連携や部局間での連携のため、

必要となる情報共有体制を整備する。〔市長直轄組織〕 

 

１-２ 支援実施に係る仕組みの整備 

○ 市は、新型インフルエンザ等発生時に実施する各種支援に係る行政手続や相談等について、

国とともに DX を推進し、対面に限らず、メールや電子申請などを活用した適切な仕組みを整備

する。その際、高齢者やデジタル機器に不慣れな人、日本語能力が十分でない外国人等も含

め、支援対象に迅速に網羅的に情報が届くように留意する。〔市長直轄組織、関係部局〕 

○ 市は、国から行政手続上の申請期限の延長が通知された場合は、速やかに周知し、市民の権

利利益を保護する。〔市長直轄組織、関係部局〕 

 

１-３ 事業継続に向けた準備 

○ 市は、指定地方公共機関以外の事業者の事業継続計画（BCP）の策定を推進するため、そ

の策定を目指す事業者を支援する。その際、法令等により策定が義務付けられている場合は、

記載すべき事項を満たすよう助言することとし、一般の事業者が策定する事業継続計画（BCP）

は、事業継続力強化計画（簡易版 BCP）を含むものとして取り扱うことに留意する。 

〔市長直轄組織、関係部局〕 

 

１-４ 物資及び資材の備蓄等 

○ 市は、感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の

実施に当たり、必要な消耗品や資材の有無について確認し、必要に応じて備蓄する。この備蓄

は、災害備蓄と兼ねることができる。〔市長直轄組織、総務部、保健衛生部〕 

○ 市は、事業者や市民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒薬等の衛生用

品、食料品、生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部〕 
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対策項目⑪ 

１-５ 生活支援を要する者への支援等の準備23 

○ 市は、国の要請を受け、高齢者、障害者等の要配慮者等への生活支援（見回り、介護、訪

問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等に備え、要配慮者の把握とともに、介護支

援専門員や相談支援専門員等が所属する施設等と連携した具体的手続を決める。 

〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部〕 

 

１-６ 火葬能力等の把握、火葬体制の整備24 

○ 市は、県から、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等の把握、それを超過

した場合の一時的遺体安置施設等の検討、必要量のドライアイス・非透過性納体袋等の確保

などについて、調査や要請があった際には協力する。〔保健衛生部〕 

○ 市は、県の火葬体制を踏まえ、域内における火葬の適切な実施ができるよう調整を行うものとす

る。その際には戸籍事務担当等の関係部局との連携を強化する。〔市民部、保健衛生部〕 

  

 
23  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、委託先の地域包括支援センターに対して、事業対象者・要支

援者のプラン作成者として、特にひとり暮らしや高齢者世帯に対する支援をどのようにするべきかや、利用者の支援のレベル

分け等の整理をしておくことについて検討が必要であることが課題として挙げられた。一方で、委託先の地域包括支援セン

ターにおいて、必要な情報提供や見守りを高齢者に対して行った。 
24  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、火葬場における火葬件数には上限があることから、処理能力の

中で火葬を行っていく必要があるとともに、火葬場に一時的に遺体を安置する場所を確保することは難しいことが課題とし

て挙げられた。 
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対策項目⑪ 

第２節 初動期 

【目的】 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市民等に、事業

継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼び掛ける。また、新型インフルエ

ンザ等が発生した場合には、速やかに所要の対応を行い、市民生活及び社会経済活動の安定を確保

する。 

 

【所要の対応】 

２-１ 法令等の弾力的な運用 

○ 市は、国から示された市民生活及び社会経済活動の安定を確保するための法令等の弾力的

な運用について、周知を行う。〔市長直轄組織〕 

 

２-２ 火葬体制の強化に向けた準備 

○ 市は、国の求めに応じた県からの要請を受け、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が起こっ

た場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を行う。 

〔保健衛生部〕 
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対策項目⑪ 

第３節 対応期 

【目的】 

市は、準備期での対応を基に、市民生活及び社会経済活動の安定を確保するための取組を行う。

また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた影響を

緩和するため、必要な支援及び対策を行い、市民生活及び社会経済活動の安定を確保する。 

 

【所要の対応】 

３-１ 市民生活の安定の確保を対象とした対応 

（１）心身への影響に関する施策 

○ 市は、新型インフルエンザ等にかかったこと及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する

措置により生じうる心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、メンタルヘルス、孤独・

孤立対策、高齢者のフレイル予防、こどもの発達・発育に関する影響への対応等）を実施す

る。〔市長直轄組織、福祉部、保健衛生部、子ども未来部〕 

 

（２）生活支援を要する者への支援25 

○ 市は、国からの要請を踏まえ、介護支援専門員や相談支援専門員等が所属する施設等と

連携し、高齢者、障害者等の要配慮者等への生活支援（見回り、介護、食事の提供等）、

搬送、死亡時の対応等を行う。〔福祉部、保健衛生部〕 

 

（３）教育及び学びの継続に関する支援 

○ 市は、新型インフルエンザ等対策として、学校等の使用制限やその他長期間の学校等の臨

時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関する取組等必要

な支援を行う。〔教育部〕 

 

（４）犯罪の予防 

○ 市は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、県警を通じて犯罪情報の

集約に努め、広報啓発活動を推進する。〔市長直轄組織〕 

 

（５）生活関連物資等の価格の安定等 

○ 市は、物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給のため、生活関連物資の価格高騰

や買占め、売惜しみが生じないよう調査・監視し、関係業界団体に対して、供給確保や便乗

値上げの防止を要請する。〔市長直轄組織、産業部〕 

○ 市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、迅速かつ的確な

情報共有に努めるとともに、必要に応じ、市民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。

〔市長直轄組織、産業部〕 

 
25  改定前の計画に対する各担当部局の振り返りでは、計画に明確な規定はないものの、市として、コロナ禍により通所

介護予防事業等のサービスが提供されず、自宅のみで過ごさざるを得なくなった高齢者に対して、自宅でできるセルフケア

（介護予防のためのストレッチ等）について情報提供するチラシを作成し、地域包括支援センターを通じて配布するととも

に、委託先の地域包括支援センターとして、必要な情報提供や見守りを高齢者に対して行った。 
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対策項目⑪ 

○ 市は、生活関連物資等の価格高騰又は供給不足の発生又はそのおそれに対し、売渡しや

供給確保、便乗値上げ防止の要請などの適切な措置を実施する。 

〔市長直轄組織、産業部〕 

○ 市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市民生活との関連性が高い物資若しくは役

務又は社会経済上重要な物資若しくは役務の価格高騰又は供給不足が生じ、又は生じる

おそれがあるときに、県が生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する

法律（昭和48年法律第48号）、国民生活安定緊急措置法（昭和48年法律第121

号）、物価統制令（昭和 21 年勅令第 118 号）その他の法令に基づき講ずることとされる

措置を実施した場合には協力する。また、その他の法令に基づく措置があるときは、適切な措

置を講ずる。〔市長直轄組織、産業部〕 
 

（６）埋葬・火葬の体制整備 

○ 市は、国の求めに応じた県からの要請を受け、可能な限り、火葬炉を稼働するよう努める。

〔保健衛生部〕 

○ 市は、県の要請を受けて、搬送体制の確保について協議し、円滑な火葬が実施できるよう努

めるものとする。また、火葬場の火葬能力に応じて、臨時遺体安置所として準備している場所

を活用した遺体の保存を適切に行うものとする。〔保健衛生部〕 

○ 市は、県の要請を受けて、区域内で火葬を行うことが困難と判断された近隣自治体に対して

広域火葬の応援・協力を行う。〔市長直轄組織、保健衛生部〕 

○ 市は、国の求めに応じた県からの要請を受け、死亡者が増加し、火葬能力の限界を超えるこ

とが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ちに確保する。あわせて市

は、遺体の保存作業のために必要となる人員等を確保する。〔総務部、保健衛生部〕 

○ 万が一、臨時遺体安置所において収容能力を超える事態となった場合には、市は、臨時遺

体安置所の拡充について早急に措置を講ずるとともに、県から火葬場の火葬能力について最

新の情報を得て、円滑に火葬が行われるよう努める。〔保健衛生部〕 

○ 新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合

において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があるときは、厚生労働大

臣が定める地域や期間においてはいずれの市においても埋火葬の許可を受けられるとともに、

公衆衛生上の危害を防止するために特に緊急の必要があると認められるときは埋火葬の許

可を要しない等の特例が設けられるので、市は、当該特例に基づき埋火葬に係る手続を行う。

〔保健衛生部〕 
 

３-２ 社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

（１）事業継続に関する事業者への要請等 

○ 市は、事業者に対して、職場における感染対策の徹底を要請するとともに、従業員に基本的

な感染対策を勧奨し、又は徹底するよう周知する。〔市長直轄組織、産業部〕 

○ 市は、事業継続に資する情報（事業所における感染防止対策や感染した可能性がある従

業員に対する必要な対応に係る情報等）を適時更新しながら事業者に提供する。 

〔市長直轄組織、産業部〕 
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対策項目⑪ 

（２）事業者に対する支援 

○ 市は、県及び国とともに、新型インフルエンザ等及び当該感染症のまん延防止に関する措置

等による事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、市民の生活・経済の安定を図るた

め、公平性にも留意して影響を受けた事業者を支援する。〔市長直轄組織、産業部〕 

 

（３）生活・経済の安定の確保 

○ 市は、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を実施する。〔上下水道局〕 
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用語解説 

あ行 

●アクションカード 

災害時などの緊急時において、個々の役割に応じた具体的な行動を示した指示書。 

●医療措置協定 

新興感染症の発生時において、医療（病床/発熱外来/外出自粛対象者への医療の提供/後方支

援/医療人材の派遣）を提供することを内容とする感染症法に基づく協定。県が新興感染症の対応を

行う医療機関と平時に協議を行い締結。 

●陰圧室 

感染症対策として、気流の制御を行うため、周囲よりも気圧が低く設定された部屋。 

●衛生物資 

感染症の発生の予防及びまん延防止のためにヒトが身に着ける感染防護具（マスク、ガウン、キャップ、

フェイスシールド、グローブ等）の物資。 

 

か行 

●外出自粛対象者 

新型インフルエンザ等感染症又は新感染症の患者等のうち、感染症法により外出自粛の協力を求め

られた者。 

●隔離 

検疫法第 14 条第１項第１号（同法第 34 条第１項の政令によって準用し、又は同法第 34 条

の２第３項の規定により実施する場合を含む。）の規定に基づき、検疫所長が、合理的に必要と判断

される限度において、検疫感染症のうち一類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症、検疫感染症

以外の感染症であって検疫法第 34 条第１項の政令で定めるもの又は新感染症の患者を委託医療

機関に収容し、ほかからの分離を図ること。 

●学校等欠席者・感染症情報システム 

学校等（保育所等）においてこどもの欠席情報を毎日入力することで、地域の感染症の発生状況

をリアルタイムに把握し、関係機関が情報を共有できるシステム。 

●患者等 

患者、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある疑似症の者及び無症状で病原体

を保有する者。新型インフルエンザ等の患者等については、感染症法に基づく就業制限、入院、外出自

粛等の措置の対象となることが想定される。 

●感染症危機 

国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速

にまん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態。感染症

危機を取り巻く環境から、市では、市民の生命健康及び生活・経済を守るための積極的な取組が求め

られる。 
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●感染症危機対応医薬品等 

公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手

段となる重要性の高い医薬品や医療機器等。感染症有事において必要なときに利用できるよう平時か

ら確保等の取組が求められる。 

●感染症危機管理対応専門人材 

医療機関や高齢者施設等の感染管理の支援において重要な役割を果たすことを期待して県が養成

する人材。 

●感染症指定医療機関 

感染症法に基づき入院させることが必要な感染症の患者等の入院医療を担当する医療機関として、

国又は県が同法第 38 条第１項又は第２項の規定により指定するもの。ただし、協定指定医療機関

を除く。 

●感染症対策物資等 

感染症法第 53 条の 16 第１項に規定する医薬品、医療機器、個人防護具（着用することによっ

て病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具）その他の物資並びにこれらの物資の生産

に必要不可欠であると認められる物資及び資材。 

●感染症有事体制 

新型インフルエンザ等に対応するための保健所の体制のこと。まずは新型コロナの第６波（オミクロン

株）と同規模の感染が流行初期に発生した場合を想定し、新型インフルエンザ等の発生公表後１か

月間の業務量に十分に対応可能な体制を速やかに確保し、その後、実際の業務量の変化に応じて強

化・縮小する。 

●疑似症サーベイランス 

重症で原因不明の感染症の発生動向を早期に把握する仕組み。 

●季節性インフルエンザ 

インフルエンザウイルスのうち抗原性（ヒトの免疫の働きやすさ）が小さく変化しながら毎年国内で冬

季を中心に流行を引き起こすＡ型又はＡ型のような毎年の抗原変異が起こらないＢ型により引き起こ

される呼吸器症状を主とした感染症。 

●基本的対処方針 

特措法第 18 条第１項の規定に基づき政府対策本部が定める新型インフルエンザ等への基本的な

対処の方針。 

●協定締結医療機関 

感染症法第 36 条の 3 第１項の規定により医療措置協定を締結した医療機関。「医療措置協定

締結医療機関」と同義。感染症有事の際に速やかに医療提供体制を構築し、県内における必要な医

療を継続的に確保するため、平時から県が対象医療機関と協議の上、締結するもの。 

●緊急事態宣言 

特措法第 32 条第１項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言のこと。政府対策本部は、

新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に

甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めるときに、同項の規定に基づき、当該

事態が発生した旨及び緊急事態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示する。 
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●緊急事態措置 

特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。国民の生命及び健康

を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団

体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法の規定により、まん延の防止に関する措置

若しくは医療等の提供体制の確保に関する措置又は国民生活及び国民経済の安定に関する措置を

講ずるもの。例えば、まん延の防止に関する措置としては、生活の維持に必要な場合を除きみだりに居

宅等から外出しないことを要請することや、多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請

すること等が含まれる。 

●クラスター 

同一の場所において共通の感染源をもつ感染者が一定期間のうちに一定数以上いる状況又はその

集団。 

●ゲノム解析 

病原体の変異を追跡するため遺伝子の全配列を調べるもの。 

●健康監視 

検疫所が検疫法第 18 条第２項（他で準用し、又は実施する場合を含む。）の規定に基づき、又

県若しくは甲府市（保健所設置市）が感染症法第 15 条の３第１項（他で準用する場合を含む。）

の規定に基づき、対象者の体温その他の健康状態等について報告を求め、又は質問を行うこと。 

●健康危機対処計画 

地域保健法第４条の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針（平成６年厚生

省告示第 374 号）及び県健康危機対処計画を踏まえ、保健所又は県衛生環境研究所が感染症

有事における事態対処や平時の事前準備に関する具体的な内容を定める計画。 

●検査措置協定 

新興感染症の発生時において、検査提供の分担・確保にかかることを内容とする感染症法に基づく

協定。県及び甲府市（保健所設置市）が検査機関や医療機関と平時に協議を行い締結。 

●抗インフルエンザウイルス薬 

ヒトの身体に取り込まれたインフルエンザウイルスに働き掛け、その感染の予防や重症化の防止に効

能・効果があるとして、人体への使用の安全性を確認の上、国内での製造販売が承認された医薬品。

計画改定時点ではオセルタミビルリン酸塩（タミフルⓇ、オセルタミビル）、ザナミビル水和物（リレンザ

Ⓡ）、ペラミビル水和物（ラピアクタⓇ）、ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（イナビルⓇ）、バロキ

サビルマルボキシル（ゾフルーザⓇ）があり、その種類によって、錠剤、カプセル、顆粒、ドライシロップ、吸

入剤、注射剤といった剤形がある。 

●抗原検査キット 

酵素免疫反応を測定原理としたイムノクロマト法により、新型インフルエンザ等の病原体の抗原を迅速

に検出する検査キット。 

●個人防護具 

マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性物質、その他の危険

有害要因との接触による障害から個人を守るために作成・考案された防護具。 
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さ行 

●サーベイランス 

感染症の患者や病原体の発生状況を監視し、その状況からの動向予測を行うこと。 

●事業継続計画（BCP） 

不測の事態が発生しても、重要な事業・業務を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間

で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画（Business Continuity Plan）。作成主体に

よって「業務継続計画」ともいう。 

●指定地方公共機関 

県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信

その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立

行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて県が新型インフルエンザ等対策において指定するもの。 

●住民接種 

予防接種法第６条第３項の規定に基づき実施する住民向けの予防接種のこと。その対象者及び

期間は、特措法第 27 条の２の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国民の生命及び健康に著しく

重大な被害を与え、国民生活及び国民経済の安定が損なわれることのないようにするため緊急の必要

があると認めるときに、国が基本的対処方針を変更し、新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要

事項として定める。 

●宿泊療養 

症状等から入院が必要な状態でないと判断された新型インフルエンザ等の患者等が、外出自粛の対

象期間中に県が確保するホテルなどの居室で療養すること。 

●初動対処方針 

新型インフルエンザ等の発生の疑いを把握した場合に、新型インフルエンザ等対策閣僚会議又は新

型インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議で決定される政府による初動の対処方針。 

●新型インフルエンザ等 

感染症法第６条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感

染症（特措法第 14 条の報告に係るものに限る。）及び感染症法第６条第９項に規定する新感染

症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。）をいう。 

●新型インフルエンザ等緊急事態 

特措法第 32 条第１項に規定する「新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速な

まん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で

定める要件に該当する事態」をいう。 

●新型コロナ 

令和２年以降に国内で流行した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）。令和５年５月８日

から感染症法上の５類感染症に位置付けられた。県行動計画が対象とする新型インフルエンザ等のう

ち「新型コロナウイルス感染症」は、COVID-19 とは異なる型となる。なお、「再興型コロナウイルス感染

症」は、COVID-19 の変異により発生する可能性はある。 
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●新興感染症 

まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新型インフルエンザ等感染症、

指定感染症又は新感染症であり、感染症法に基づく医療提供体制の整備等を考える上で使用される

用語。このうち、特措法の対象となるものが新型インフルエンザ等。 

●咳エチケット 

感染を防ぐため、咳・くしゃみにより発生した飛沫が周囲の人にかからないように配慮する行為。咳・くし

ゃみの際に顔をそむける。腕を口元にあてるほか、マスク着用などがある。 

●積極的疫学調査 

感染症の発生の予防及びまん延の防止を図るために、県及び甲府市が感染症法第 15 条第 1 項

の規定により行う調査。患者等を積極的に拾い上げ、感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかに

するもの。 

《出典》 厚生労働省「令和６年度感染症サーベイランスシステム研修資料（自治体向け）」 

●全数把握 

感染症法第 12 条第 1 項に基づき、医師等による全数の届出が義務づけられている疾患。 

●ゾーニング 

感染拡大防止と職員の感染防止を目的に、空間を区分する環境整備のこと。 

 

た行 

●地方衛生研究所 

公衆衛生の向上のために、各種の試験・検査や、公衆衛生情報等の収集・解析・提供のほか、調査

研究、研修指導を行う機関。都道府県や指定都市、一部の中核市・特別区に設置。山梨県では「県

衛生環境研究所」が設置されている。 

●定点把握 

身近に存在する感染症で比較的報告数が多く、当該感染症の発生の予防及びまん延の防止におい

て、患者数の動向把握に重点が置かれている疾患。 

●停留 

無症状の出入国者の感染の有無を確認する検疫において、濃厚接触者を医療機関、宿泊施設な

ど特定の場所に留め置く検疫法上の措置。 

●特定新型インフルエンザ等対策 

地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の

まん延を防止するため特に必要があるものとして特措法第２条第２号の２の政令で定めるもの。 

●特定接種 

特措法第 28 条第１項の規定に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保

するため、国が緊急の必要があると認めるときに、臨時に行われる予防接種のこと。 

●特定接種登録事業者 

特措法第 28 条第１項第１号の規定により、医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安

定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受

けているもの。 
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な行 

●濃厚接触者 

保健所が行う疫学調査の結果、新型インフルエンザ等の患者等と感染性のある期間に接触があり、

当該感染症を発症する可能性があると判断された者。 

 

は行 

●発生公表 

感染症法第 44 条の２第１項、第 44 条の７第１項又は第 44 条の 10 第１項の規定に基づき、

厚生労働大臣が新型インフルエンザ等の発生を公表すること。 

●発熱外来 

発熱など感染の疑いを示す症状が出た者を受け入れ、診療する医療機関。 

●保健所設置市 

地域保健法第５条第１項の規定により保健所を設置する市。計画改定時点では次のとおり政令で

定められており、甲府市は、⑵の中核市に該当。 

⑴ 地方自治法第 252 条の 19 第１項の指定都市 

⑵ 地方自治法第 252 条の 22 第１項の中核市 

⑶ 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市 

 

ま行 

●まん延防止等重点措置 

特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置のこと。特措法第 31

条の８第１項の規定に基づき、新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国民生

活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を

防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に

該当する事態が発生したと認めるとき、国が公示した期間において、当該区域を管轄する都道府県が

講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の

変更等を要請すること等が含まれる。 

●水際対策 

感染症などの上陸を阻止するために行われる検疫や検査のこと。 

●無症状病原体保有者 

感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないもの。 
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や行 

●薬剤感受性 

疾病の原因となる病原体に作用する薬剤の効きやすさ。薬剤の有効性の指標。 

●山梨県感染症対策連携協議会 

感染症法第 10 条の２第１項の規定により県が組織し、感染症対策に携わる県、市町村（保健

所設置市を含む。）、診療に関する学識経験を有する団体（医師会）、医療機関、消防、職能団

体、教育機関、高齢者施設等、障害者施設等その他の関係者で構成する会議体。甲府市は「保健

所設置市」として参加。※本文中では「県連携協議会」と表記 

●要配慮者 

新型インフルエンザ等の患者等となり、又は濃厚接触者となった場合において、日常生活を営む上で

特に配慮や支援が必要となる者。災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第８条第２項第

１５号に規定する要配慮者と同義。高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、虐待を受けているおそれのあ

る者などが想定される。 

 

ら行 

●リエゾン 

「仲介」や「橋渡し」という意味。本市の新型インフルエンザ等対策を円滑に進めるため、県対策本部

による新型インフルエンザ等への対応の方法について随時情報を収集し、持ち帰る「連絡調整員」の役

割を担う。 

 

わ行 

●ワンヘルス・アプローチ 

人、動物、環境の衛生に関する分野横断的な課題に対し、関係者が連携してその解決に向けて取り

組むという概念を表す。 

 

ABC（アルファベットのもの） 

●DX（デジタル・トランスフォーメーション） 

ICT により社会の在り方を変えるもの。 

●EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング） 

①政策目的を明確化させ、②その目的達成のため本当に効果が上がる政策手段は何か等、政策手

段と目的の論理的なつながり（ロジック）を明確にし、③このつながりの裏付けとなるようなデータ等のエビ

デンス（根拠）を可能な限り求め、「政策の基本的な枠組み」を明確にする取組であり、エビデンスに基

づく政策立案のこと。Evidence-Based Policy Making の略。 

●FF100（The first few hundred 調査） 

感染症による公衆衛生危機発生時に症例定義に合致した数百症例程度から通常のサーベイランス

では得られない知見を迅速に収集するための臨床・疫学調査。 
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●G-MIS（ジーミス） 

全国の医療機関等から、医療機関等の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、

医療機器（人工呼吸器等）や医療資材（マスクや防護服等）の確保状況等を一元的に把握・支

援する「医療機関等情報支援システム」のこと。Gathering Medical Information  

System の略。 

●IHEAT（アイヒート） 

新型インフルエンザ等の発生公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合に地域の保健

師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組み。Infectious disease Health Emergency 

Assistance Team の略。 

●JIHS（ジース） 

Japan Institute for Health Security の略で、国立国際医療研究センターと国立感染症研究

所が統合して設立された国立健康危機管理研究機構。感染症等の情報分析・研究、人材育成、国

際協力、医療提供等の業務を一体的に担う。 

●NESID（ネシッド） 

感染症の発生状況を把握し・分析し、情報提供することで、感染症の発生及びまん延を防止すること

を目的とした「感染症サーベイランスシステム」のこと。医療機関から報告された情報をもとに保健所が患

者情報や発生件数をシステムに登録し、データを蓄積。National Epidemiological Surveillance 

of Infectious Diseases の略。 

●PCR（ピーシーアール）検査 

ウイルス遺伝子（核酸）を特異的に増幅する核酸検出検査であり、検体中にウイルス固有の遺伝

子が存在しているか否かを確認する方法。 

●PDCA（ピーディーシーエー）サイクル 

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）という一連のプロセスを繰り返し

行うことで、業務の改善や効率化を図る手法。 

●YCAT（ワイキャット） 

医療機関や高齢者施設等においてクラスターが発生した際に、支援の必要に応じて当該医療機関

等に派遣され、発生初期から収束まで継続的に支援活動を行う「やまなし感染管理支援チーム」のこと。

医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の多職種で構成される。Yamanashi infection Control 

Assistance Team の略。 
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附属資料 
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職員対象アンケート調査項目 

本アンケート調査は、令和 7 年 8 月 15 日～8 月 29 日までの期間で、職員 903 人を対象に実施

し、660 人から回答を得ている。（回収率：73.0％） 

 

Q０【回答者の年代】  ２０歳代  ３０歳代  ４０歳代  ５０歳代  

 

※・Q１～Q７は、令和２年４月から令和５年３月の間に甲府市に在住していた職員を対象としてお

ります。市外在住職員は、回答不要です。 

１. 市が提供した情報について【情報提供・共有】 

 

情報提供の頻度と量: 

Q１ 市からの新型コロナウイルス感染症に関する情報（感染状況、対策、支援策など）は、適切な

頻度で提供されていましたか？ 

・非常に適切だった ・ある程度適切だった ・あまり適切でなかった ・全く適切でなかった 

 

Q２ 特に情報が不足していると感じた点があれば具体的にご記入ください。(自由記述) 

 

情報提供の方法: 

Q３ 市の情報をどの媒体を使用して得ていましたか？(複数選択可) 

・甲府市ホームページ ・広報こうふ ・新聞 ・LINE 公式アカウント ・Twitter（現「Ｘ」） 

・Facebook ・テレビ、ラジオ ・回覧板 ・その他（具体的にご記入ください） 

 

Q４ 今後、改善・拡充してほしい情報提供の方法があればご記入ください。(自由記述) 

 

情報の分かりやすさ: 

Q５ 市からの情報は、専門用語が少なく、分かりやすい内容でしたか？ 

・非常に分かりやすかった ・ある程度分かりやすかった ・少し分かりにくかった ・非常に分かりにくかった 

 

2. 感染症対策への取り組み:【予防・まん延防止】 

Q６ 甲府市が実施した感染症対策（例：イベント開催基準、サーマルカメラの設置、窓口への消毒

液やアクリル板の設置など）は適切だったと思いますか？ 

・非常に適切だった ・ある程度適切だった ・あまり適切でなかった ・全く適切でなかった 

 

Q７ 特に評価する点や改善してほしい点があれば具体的にご記入ください。(自由記述) 

 

※Q８～Q３０は、全職員回答をしてください。 

Ｑ８ 新型コロナウイルスに関する情報は主にどこから得ていましたか。 

（選択肢な中から一番利用したもの 1 つ選択） 

・テレビ（ニュース番組、ワイドショーなど） ・新聞、雑誌  

・インターネット（ニュースサイト、ポータルサイトなど） 

・SNS（Twitter、Facebook、Instagram など） ・政府・自治体の公式ウェブサイト 

・友人・知人からの情報 ・医療機関からの情報・その他（具体的にご記入ください：___________） 
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Ｑ９ あなたの家族や知人等の間で、新型コロナウイルスに対する考え方の相違はありましたか。 

（複数回答可） 

・意見の相違や対立はなかった 

・ワクチン接種に関する意見の相違があった 

・マスク着用に関する意見の相違があった 

・マスク以外の感染対策に関する意見の相違があった（外食や旅行等の自粛など） 

・その他(自由記述) 

 

Ｑ１０ 新型コロナの経験を踏まえ、感染症に対する正しい情報を正確に提供し、市民と双方向のコミ

ュニケーションを行うために有効な手段（取組）があれば記入してください。 

 

３. 計画と準備について【実施体制】 

「甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画」の認知度と理解度: 

Q１１ あなたは「甲府市新型インフルエンザ等対策行動計画」の内容をどの程度理解していましたか？ 

・非常に理解していた ・ある程度理解していた ・あまり理解していなかった ・全く理解していなかった 

・知らなかった 

 

Q１２ 計画におけるご自身の役割や所属部署の役割について理解していましたか？ 

・明確に理解していた ・ある程度理解していた ・あまり理解していなかった ・全く理解していなかった 

 

事前準備の状況: 

Q１３ 新型コロナウイルス感染症対応において、計画に基づいた事前の準備（研修、訓練、備蓄、

情報共有体制の確認など）は十分でしたか？ 

・十分であった ・ある程度十分であった ・あまり十分でなかった ・全く十分でなかった 

 

Q１４ 特に不足していたと感じる事前準備があれば、具体的にお書きください。(自由記述) 

 

４. 実際の対応について【実施体制／情報共有】 

Q１５ 関係部局からの新型コロナウイルス感染症に関する情報（感染状況、対策、ガイドラインなど）

は、当時の所属部署内に迅速に共有されていましたか？ 

・非常に迅速であった ・ある程度迅速であった ・あまり迅速でなかった ・全く迅速でなかった 

 

Q１６ 所属部署内での情報共有や連携はスムーズでしたか？ 

・非常にスムーズであった ・ある程度スムーズであった ・あまりスムーズでなかった 

・全くスムーズでなかった 

 

Q１７ Ｑ１５、Ｑ１６において、特に課題を感じた点があれば具体的にお書きください。(自由記述) 

 

業務量と業務体制: 

Q１８ 新型コロナ対応期間中、あなたの業務量は通常時と比較してどのように変化しましたか？ 

・非常に増加した ・ある程度増加した ・ほとんど変わらなかった ・減少した 

 

Q１９ 業務量の変化に対し、人員配置や業務分担は適切に行われましたか？ 

・非常に適切であった ・ある程度適切であった ・あまり適切でなかった ・全く適切でなかった 
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Q２０ 業務量と業務体制において、特に課題を感じた点があれば具体的にお書きください。(自由記

述) 

 

他部署・他機関との連携: 

Q２１ 関連部署や、医療機関、関係団体など、他機関との連携はスムーズでしたか？ 

・非常にスムーズであった ・ある程度スムーズであった ・あまりスムーズでなかった 

・全くスムーズでなかった 

 

Q２２ 連携において、特に有効だった点や改善が必要だと感じる点があればお書きください。 

(自由記述) 

 

５. 職員の健康対策【実施体制／まん延防止】 

職場での感染防止対策: 

Q２３ 職場での感染防止対策（換気、消毒、アクリル板設置など）は十分に行われていましたか？ 

・十分であった ・ある程度十分であった ・あまり十分でなかった ・全く十分でなかった 

 

Q２４ ご自身の職場環境での感染への不安はどの程度ありましたか？ 

・非常に強かった ・ある程度強かった ・あまり強くなかった ・全くなかった 

 

心身への負担とサポート: 

Q２５ 新型コロナウイルス感染症対応により、身体的又は精神的な負担を感じましたか？ 

・非常に感じた ・ある程度感じた・あまり感じなかった ・全く感じなかった 

 

Q２６ 具体的にどのような負担がありましたか？(自由記述) 

 

Q２７ 部署や市として、職員の心身の健康をサポートするための体制は十分でしたか？ 

・十分であった ・ある程度十分であった ・あまり十分でなかった ・全く十分でなかった 

 

Ｑ２８ サポートが十分でなかったと答えた方は具体的にどのようなサポートがあればよかったかお書きくだ

さい。（自由記述） 

 

６. 評価と今後の改善 

今後の対策と改善点: 

Q２９ あなたが従事した新型コロナ対応業務で、実施体制や情報提供・共有、予防・まん延防止策

において気づいた点や改善点は何ですか？(自由記述) 

 

Q３０ 甲府市全体として、今後の感染症危機に備えて特に強化すべき及び活かしていくべきだと思う

点は何ですか？(自由記述) 

 

 



 

 

 

各対策項目と対応部署一覧 

対策項目 
準備期 
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対応期 
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第 1 章 
実施体制 

準備期 

4-1 市の組織体制の整備 
(1) 市の体制整備 ● ●    ●       ● 

(2) その他関係機関の体制整備     ● ● ●  ● ●  ●  

4-2 実効性の確保 

(1) 連携会議等の活用 ●     ●        

(2) 関係機関との連携強化 ● ●    ●       ● 

(3) 訓練等の実施・人材の養成 ● ●    ●        

初動期 

5-1 組織体制の移行 ● ●    ●       ● 

5-2 市対策本部体制への移行 ● ●    ●       ● 

5-3 迅速な対策の実施に必要な予算の編成   ●          ● 

対応期 

6-1 様々な事態に対処できる組織体制の構築と運用 ● ●    ●        

6-2 関係機関との連携の強化 ● ●    ●   ●     

6-3 市における実施体制の維持 ● ● ●   ●      ● ● 

6-4 市対策本部体制の終了 ●     ●        

第 2 章 
情報収集・分析 

準備期 

1-1 情報収集・分析体制の整備 ● ●    ●   ●     

1-2 情報の共有 ●     ●   ● ●  ●  

1-3 情報漏えい等の対策 ● ●    ●        

初動期 
2-1 情報の収集・分析に基づく感染症有事体制への移行 ● ●    ●        

2-2 情報の提供・共有 ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ●  

対応期 
3-1 情報の収集・分析に基づく評価 ●     ●        

3-2 情報の提供・共有 ● ●  ● ● ● ● ● ● ●  ●  

第 3 章 
サーベイランス 

準備期 

1-1 感染症サーベイランスの体制整備 ●    ● ● ●  ●     

1-2 人材の養成・訓練の実施      ●   ●     

1-3 感染症サーベイランスの実施 ●    ● ● ●  ● ●    

1-4 サーベイランス情報の共有 ●     ●        

1-5 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進      ●   ●     

1-6 感染症サーベイランスから得られた情報及び分析結果の公表 ●     ●        

初動期 

2-1 感染症有事の感染症サーベイランス体制への移行      ●   ●     

2-2 新たな感染症のサーベイランス情報の分析・評価 ●     ●        

2-3 サーベイランス情報の共有 ●     ●        

対応期 

3-1 流行状況に応じたサーベイランスの実施      ●   ●     

3-2 感染症有事サーベイランス情報の活用と共有 ●     ●        

3-3 サーベイランスの体制の見直し ●     ●        
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第 4 章 
情報提供・共有、
リスクコミュニケー

ション 

準備期 

1-1 情報提供・共有の体制整備 ● ●  ● ● ● ●      ● 

1-2 感染症に関する情報提供・共有 ●    ● ● ●   ●    

1-3 偏見・差別や偽・誤情報に関する啓発 ●   ●  ●        

1-4 発生事例公表の在り方の検討 ●     ●        

初動期 

2-1 情報提供・共有 
(1) 情報提供・共有の方法 ●    ● ● ●      ● 

(2) 情報提供・共有の内容 ●     ●        

2-2 双方向のコミュニケーション ●     ●        

2-3 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 ●   ●  ●        

2-4 発生事例の公表 ●     ●        

対応期 

3-1 情報提供・共有 
(1) 情報提供・共有の方法 ●   ● ● ● ●      ● 

(2) 情報提供・共有の内容 ●     ●        

3-2 双方向のコミュニケーション ●     ●        

3-3 偏見・差別等や偽・誤情報への対応 ●     ●        

3-4 発生事例の公表 ●     ●        

3-5 リスクコミュニケーション
を活用した説明 

(1) 封じ込めを念頭に対応する時期 ●     ●        
(2) 病原体の性状等に応じて対応する時期 

【重症化しやすい特定の層への配慮】 ●     ●        

(3) 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期 ●   ●  ●        

第 5 章 
水際対策、 
まん延防止 

準備期 

1-1 水際対策における国との連携 ●     ●        

1-2 まん延防止対策を実施するための体制整備 ●    ● ● ●   ●   ● 

1-3 まん延防止対策の効果を高める環境の整備 ●     ●  ●  ●   ● 

初動期 
2-1 水際対策の強化における国との連携 ●     ●        

2-2 まん延防止対策の準備      ●        

対応期 

3-1 水際対策への柔軟な対応 ●     ●        

3-2 まん延防止対策の実施に対する考え方 ●     ●        

3-3 封じ込めを念頭に対応
する時期のまん延防止対策 

(1) 患者や濃厚接触者への対応      ●   ●     
(2) 患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等 

【基本的な感染対策に係る要請の周知等】【外出等に係る要請等】 ●       ●     ● 

(3) 事業者や学校等に対する要請等 
   【基本的な感染対策の協力要請】【事業者への特別の要請等】 
   【医療・保健福祉・教育における対策強化とその影響への配慮】 

●    ● ● ● ● ● ● 
 

 ● 

第 6 章 
ワクチン、 

治療薬・治療法 

準備期 

1-1 感染症危機対応医薬品等を利用する基盤の整備【ワクチン】      ●        
1-2 情報提供・共有、DX の推進 ● ●    ●       ● 

1-3 予防接種体制 
(1) 特定接種 ●     ●       ● 
(2) 住民接種 ●    ● ●    ●    

初動期 

2-1 感染症危機対応医薬品等を利用する基盤の整備 ● ●    ●   ●     

2-2 予防接種体制 
(1) 特定接種      ●        
(2) 住民接種  ●   ● ●        

2-3 情報提供・共有【治療薬・治療法】      ●        
2-4 抗インフルエンザウイルス薬の使用（新型インフルエンザの場合）      ●        

対応期 

3-1 感染症危機対応医薬品等を利用できる環境の整備 ●     ●        

3-2 予防接種体制 
(1) 特定接種  ●   ● ●   ●     
(2) 住民接種     ● ●        

3-3 情報提供・共有、健康被害救済 ●     ●        
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第 7 章 
医療 

準備期 

1-1 円滑な医療提供のための体制整備      ●      ●  

1-2 医療において特に配慮が必要な者に関する医療提供体制の確保      ●   ●   ●  

1-3 関係機関による連携の推進      ●        

1-4 研修や訓練の実施を通じた人材の育成等  ●    ●   ●   ●  

初動期 

2-1 新たな感染症に関する知見の共有等 ●    ● ●   ●   ●  

2-2 医療提供体制の確保      ●   ●   ●  

2-3 関係機関による連携の強化      ●   ●     

対応期 
3-1 医療に関する対応【体制の確保】【入院・療養先の調整】 ●     ●   ●   ●  

3-2 流行初期期間経過後 ●     ●        

第 8 章 
検査 

準備期 

1-1 検査体制の整備      ●   ●     

1-2 研修・訓練を通じた検査体制の維持・強化 ● ●    ●        

1-3 検査実施方針の共有      ●        

1-4 研究開発への協力      ●        

初動期 

2-1 検査体制拡充の準備      ●        

2-2 検査手法の確立・普及      ●        

2-3 検査体制の維持      ●        

2-4 検査方法の精度管理、妥当性の評価      ●        

2-5 検査実施方針の共有 ●     ●        

2-6 検査診断技術の確立と普及      ●        

対応期 

3-1 検査体制の確保・見直し      ●        

3-2 検査精度の維持管理      ●        

3-3 検査実施方針の共有 ●    ● ●        

3-4 検査診断技術の確立と普及      ●        

第 9 章 
保健 

準備期 

1-1 保健の分野における体制の整備 ● ●    ●       ● 

1-2 研修・訓練等による実効性のある体制づくり ● ●    ●        

1-3 外部の専門職（IHEAT 等）等の活用      ●        

1-4 保健の分野での連携体制の構築 ●    ● ●   ●     

初動期 

2-1 感染症有事体制への移行準備 ● ●    ●        

2-2 市相談センターの整備 ●     ●        

2-3 発生公表前に感染症が確認された場合の対応 ●     ●        

対応期 

3-1 流行初期における保
健の対応 

(1) 迅速な感染症対応体制の確立      ●        

(2) 市相談センターによる受診相談 ●     ●        

(3) 積極的疫学調査 ●    ● ● ●   ●    

(4) 入院勧告・措置、入院調整、宿泊療養の調整及び移送 ●     ●        

(5) 外出自粛の協力要請・健康観察 ●     ●        

3-2 流行初期期間経過後
における保健の対応 

(1) 流行状況や業務の負荷に応じた体制の見直し ● ●    ●        

(2) 自宅療養 ●     ●        

3-3 特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期の対応 ●     ●        
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第 10 章 
物資 

準備期 1-1 感染症対策物資等の備蓄等 ●     ●   ●     

初動期 
2-1 備蓄状況等の確認      ●   ●     

2-2 円滑な供給に向けた準備 ●        ●     

対応期 
3-1 備蓄状況等の確認         ●     

3-2 供給に関する相互協力 ●             

第 11 章 
市民生活・経済
の安定の確保 

準備期 

1-１ 情報共有体制の整備 ●            ● 

1-2 支援実施に係る仕組みの整備 ●            ● 

1-3 事業継続に向けた準備 ●            ● 

1-4 物資及び資材の備蓄等 ● ●   ● ●        

1-5 生活支援を要する者への支援等の準備 ●    ● ●        

1-6 火葬能力等の把握、火葬体制の整備    ●  ●        

初動期 
2-1 法令等の弾力的な運用 ●             

2-2 火葬体制の強化に向けた準備      ●        

対応期 

3-1 市民生活の安定の確
保を対象とした対応 

(1) 心身への影響に関する施策 ●    ● ● ●       

(2) 生活支援を要する者への支援     ● ●        

(3) 教育及び学びの継続に関する支援          ●    

(4) 犯罪の予防 ●             

(5) 生活関連物資等の価格の安定等 ●       ●      

(6) 埋葬・火葬の体制整備 ● ●    ●        

3-2 社会経済活動の安定
の確保を対象とした対応 

(1) 事業継続に関する事業者への要請等 ●       ●      

(2) 事業者に対する支援 ●       ●      

(3) 生活・経済の安定の確保           ●   
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計画改定に当たって意見を頂いた関係者 

○甲府市感染症対策連携会議 

区分 所属 

診療に関する学識経験者 山梨県立中央病院（第 1 種感染症指定医療機関） 

医療関係者 

市立甲府病院（第 2 種感染症指定医療機関） 

甲府市医師会 

甲府市歯科医師会 

甲府市薬剤師会 

山梨県看護協会 中北地区支部 

山梨県訪問看護ステーション連絡協議会 甲府・峡中地区 

消防機関 甲府地区広域行政事務組合消防本部 

教育関係者 甲府市教育委員会教育部 

地域福祉関係者 

山梨県介護支援専門員協会 甲府支部 

甲府市介護サービス事業者連絡協議会 

甲府市障害者団体連絡協議会 

地方衛生研究所 山梨県地方衛生研究所 

行政機関 

甲府市市長直轄組織 

甲府市福祉部 

甲府市子ども未来部 

保健所 甲府市保健所 
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